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中
国
研
究
集
刊 

果
号
（
総
六
十
三
号
）
平
成
二
十
九
年
六
月　

一
二
一
︱
一
四
四
頁

問
題
の
所
在

章
炳
麟
（
一
八
六
九
～
一
九
三
六
、
号　

太
炎
）
に
は
、
法
制

論
が
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
章
炳
麟
研
究
が
、
従
来
、
政
治
思
想
や
学
術
思
想
な
ど

に
主
た
る
関
心
を
向
け
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
い
政
治
思
想

が
論
じ
ら
れ
て
も
、
法
制
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。

古
典
学
者
が
法
制
を
論
じ
る
こ
と
な
ど
、
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ

た
か
ら
だ
。
経
学
者
は
法
学
を
論
じ
な
い
。
こ
れ
は
、
士
人
が
古

来
、
法
制
に
関
心
の
薄
か
っ
た
こ
と
に
関
係
す
る
。
清
末
に
お
い

て
も
、
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
た
（
注
1
）
。

法
学
の
衰
退
に
つ
い
て
、
清
末
の
法
務
官
僚　

沈
家
本
（
一
八

章
炳
麟
の
法
制
論

︱『
訄
書
』
と
『
検
論
』
を
中
心
に

︱

小
林　

武

四
〇
～
一
九
一
三
）
は
「
法
学
盛
衰
説
」
で
論
じ
た
。
す
な
わ

ち
、
後
漢
の
鄭
玄
や
晋
の
杜
預
く
ら
い
ま
で
は
、
儒
家
に
法
学
関

係
の
著
作
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
次
第
に
法
学
は
衰
え
、
元
以

降
、
人
材
が
い
な
く
な
っ
た
。
清
朝
で
法
学
に
よ
っ
て
著
名
な
者

は
僅
か
数
名
し
か
い
な
い
、
と
（
注
2
）
。
確
か
に
『
四
庫
全
書
総
目

提
要
』
を
見
て
も
、
政
書
類
法
令
属
は
著
作
が
き
わ
め
て
少
な

い
。
士
人
の
精
神
世
界
に
お
い
て
、
法
制
へ
の
関
心
が
薄
い
こ
と

の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
儒
教
の
法
制
観
が
影
響
し
て
い

る
。
儒
教
は
、
法
に
対
し
て
礼
の
補
完
と
い
う
低
い
評
価
し
か
与

え
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
思
想
史
研
究
に
お
い

て
も
、
古
典
学
者
太
炎
の
法
制
論
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は

稀
で
あ
っ
た
（
注
3
）
。
も
っ
と
も
儒
法
闘
争
史
観
が
唱
え
ら
れ
た
時

期
は
別
で
あ
る
。
太
炎
は
「
法
家
」
と
さ
れ
た
が
、「
法
家
」
を
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近
代
思
想
史
の
概
念
と
し
て
用
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
を
残
す
。

し
か
し
、
章
炳
麟
の
法
制
論
は
重
要
で
あ
る
。
第
一
に
、
近
代

法
の
導
入
に
当
た
っ
て
、
彼
が
早
い
時
期
に
伝
統
的
法
制
の
問
題

点
を
洗
い
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
法
制
論
は
、
勿
論
、
旧
律

を
よ
し
と
し
て
、
近
代
法
の
導
入
に
反
対
し
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
ま
た
逆
に
、
近
代
法
を
そ
の
ま
ま

0

0

0

0

模
倣
す
る
こ
と
を
唱
え
た

も
の
で
も
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
中
国
法
に
対
す
る
批
判
的
視
点

に
立
っ
て
、
中
国
の
民
俗
と
慣
行
の
重
要
性
を
見
い
だ
し
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
民
族
主
義
的
立
場
か
ら
し
て
当
然
で
は
あ
る
が
、

民
俗
と
慣
行
へ
の
注
視
は
、
い
わ
ゆ
る
地
方
自
治
に
関
心
を
懐
か

せ
、「
紳
士
に
よ
る
自
治
」
に
対
し
て
、
太
炎
は
批
判
的
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
民
俗
と
慣
行
へ
の
注
視
は
、
い
か
に
新

し
い
社
会
を
築
く
か
と
い
う
問
題
意
識
と
も
絡
ん
で
、
伝
統
的
社

会
制
度
に
目
を
向
け
さ
せ
た
。
太
炎
の
体
制
構
想
を
考
え
る
上

で
、
法
制
論
の
考
察
は
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
太
炎

の
法
制
論
は
、
権
力
抑
制
と
民
権
の
バ
ラ
ン
ス
に
関
心
を
向
け
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
主
権
を
認
め
ら
れ
た
民
衆
は
、
い
か
に
し
て

そ
の
政
治
意
志
を
表
現
す
る
の
か
。
代
議
制
を
否
定
し
た
太
炎
と

し
て
は
、
権
力
と
主
権
の
在
り
方
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
て
、
本
稿
は
『
訄
書
』
と
『
検
論
』
を
主
な
手
が
か
り
に
し

て
、
太
炎
の
法
制
論
の
骨
骼
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
太
炎
の

中
国
法
に
対
す
る
思
索
は
、「
五
朝
法
律
索
隠
」（
一
九
〇
八
）
で

展
開
さ
れ
た
。
彼
は
そ
こ
で
中
国
法
の
問
題
点
と
可
能
性
を
探
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
問
題
点
と
し
て
、
①
官
員
を
法
的
に
優
遇
す
る

こ
と
、
②
同
罪
異
罰
、
③
官
員
や
富
人
が
贖
罪
の
上
で
有
利
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
、
課
題
と
し
て
④
法
の
公
平
な
適
用
を
挙
げ
た

の
で
あ
る
（
注
4
）
。
そ
し
て
、
中
国
法
の
可
能
性
を
求
め
て
五
朝
法

を
高
く
評
価
し
た
。
当
時
は
唐
律
が
後
世
や
東
ア
ジ
ア
地
域
に
与

え
た
影
響
な
ど
か
ら
中
国
法
の
基
準
と
し
て
考
え
ら
れ
、
五
朝
法

が
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
五
朝
法
に
は
断

片
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
太
炎
の
見
方
は
稀
だ
と

言
え
る
（
注
5
）
。
し
か
も
、
当
時
、
礼
と
法
の
相
補
性
は
当
然
の
ご

と
く
考
え
ら
れ
て
い
て
、
太
炎
の
よ
う
に
そ
れ
を
批
判
す
る
士
人

も
稀
で
あ
っ
た
（
注
6
）
。
古
典
学
者
と
し
て
法
制
を
論
じ
る
こ
と
が

珍
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
太
炎
は
そ
の
視
点
も
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
彼
の
視
点
は
、
実
は
「
五
朝
法
律
索
隠
」
で
初
め

て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
『
訄
書
』
に
す
で
に
芽
生

え
て
お
り
、
ま
た
辛
亥
後
も
一
貫
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
考
察

す
る
の
が
、
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。

た
だ
、
念
の
た
め
に
付
言
す
る
と
、
こ
の
考
察
は
太
炎
を
「
法

家
」
と
規
定
す
る
た
め
で
は
な
い
。「
法
家
」
は
思
想
史
概
念
と

し
て
先
秦
期
に
は
有
効
で
は
あ
っ
て
も
、
近
代
で
は
そ
う
で
は
な

い
。
儒
教
が
法
に
影
響
し
て
「
明
刑
弼
教
」
の
法
制
観
が
す
で
に

で
き
あ
が
っ
て
お
り
、「
儒
家
」「
法
家
」
の
関
係
自
体
が
先
秦
期

（ 122 ）



と
は
違
う
。
そ
し
て
ま
た
、
西
洋
近
代
法
の
観
念
が
紹
介
さ
れ
、

思
想
の
局
面
は
先
秦
期
と
比
べ
ら
れ
な
い
ほ
ど
多
様
化
し
て
い

る
。
例
え
ば
立
憲
や
権
利
の
概
念
は
、
主
権
者
が
皇
帝
一
人
だ
け

で
あ
る
こ
と
に
疑
問
を
懐
か
せ
た
。
法
観
念
が
変
化
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
考
察
な
し
に
太
炎
を
「
法
家
」
と
断
じ
て
み
て

も
、
い
か
ほ
ど
の
意
味
も
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
第
一
節
で
『
訄
書
』
に
見
え
る
法
制
関
連
の

諸
篇
を
検
討
し
、
第
二
節
で
『
訄
書
』
儒
法
篇
と
『
検
論
』
原
法

篇
を
検
討
す
る
。
太
炎
の
法
制
論
の
骨
骼
が
知
り
た
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
第
三
節
で
「
太
炎
先
生
自
述
学
術
次
第
」
を
検
討

し
て
、
太
炎
の
新
刑
律
批
評
を
考
察
す
る
。
彼
が
近
代
法
の
ど
の

点
に
関
心
を
向
け
た
か
を
知
り
た
い
か
ら
で
あ
る
。

第
一
節　
『
訄
書
』
の
諸
篇
を
中
心
に

『
訄
書
』
は
、
周
知
の
通
り
、
章
炳
麟
の
主
著
の
一
つ
で
あ
る
。

『
訄
書
』
に
は
初
刻
本
（
一
九
〇
〇
）
と
重
訂
本
（
一
九
〇
四
）

と
が
あ
り
、
辛
亥
後
に
は
修
訂
さ
れ
て
『
検
論
』（
一
九
一
四
）

と
な
っ
た
（
注
7
）
。
太
炎
は
そ
の
時
々
自
ら
の
思
想
を
『
訄
書
』
や

『
検
論
』
に
表
明
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
著
作
か
ら
思
想
の
変
遷

を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

法
制
の
議
論
は
、『
訄
書
』
初
刻
本
の
儒
法
、
商
鞅
、
刑
官
、

定
律
な
ど
の
諸
篇
に
見
え
、
太
炎
が
当
初
よ
り
法
制
に
関
心
を
懐

い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
重
訂
本
に
な
る
と
、
上
の
諸

篇
が
増
刪
さ
れ
た
り
、
通
法
篇
が
新
た
に
加
わ
る
。
さ
ら
に
『
検

論
』
に
な
る
と
、
諸
篇
が
増
刪
さ
れ
た
他
に
、
定
律
篇
が
削
除
さ

れ
、
儒
法
篇
が
大
幅
に
書
き
換
え
ら
れ
て
原
法
篇
と
な
っ
た
。
ま

た
、『
検
論
』
に
非
所
宣
言
篇
が
あ
り
、
時
局
批
判
で
あ
る
。「
非

所
宣
言
」
は
、
秦
律
以
降
、「
妄
言
」「
大
不
敬
」
と
さ
れ
て
き
た

罪
科
で
（
注
8
）
、
太
炎
が
そ
れ
を
熟
知
し
た
上
で
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に

用
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、『
訄
書
』

初
刻
本
と
重
訂
本
の
各
篇
の
論
旨
が
変
わ
ら
な
い
限
り
、
増
刪
に

つ
い
て
は
必
ず
し
も
細
か
く
触
れ
な
い
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た

『
訄
書
』
儒
法
篇
と
『
検
論
』
原
法
篇
は
、「
法
」
の
見
方
が
大
き

く
変
化
し
た
の
で
、
第
二
節
で
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

そ
こ
で
先
ず
、
商
鞅
篇
（
初
刻
本
）
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う

（
初
刻
本
と
重
訂
本
と
は
、
本
文
の
語
句
が
ほ
ん
の
僅
か
異
な
る
だ

け
で
あ
る
）。
本
篇
は
、
商
鞅
や
法
家
に
対
す
る
旧
来
の
見
方
に
反

論
し
た
も
の
で
あ
る
。
太
炎
は
言
う
。
商
鞅
は
こ
の
二
千
年
間
非

難
さ
れ
て
き
て
、
特
に
今
世
が
甚
だ
し
い
。
そ
の
非
難
は
、
漢
以

降
、
商
鞅
の
や
り
方
は
民
権
を
抑
圧
し
、
君
主
の
放
恣
を
容
認
し

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
家
は
西
洋
の
い
わ
ゆ
る
政

治
家
の
よ
う
な
も
の
で
、
刑
律
に
だ
け
執
着
し
た
の
で
は
な
い
、

と
。
太
炎
の
こ
の
考
え
方
は
、「
法
」
の
理
解
に
関
わ
っ
て
い
る
。
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「
法
な
る
者
は
、
制
度
の
大
名
な
り
。
…
（
中
略
）
…
、
故

に
法
家
者
流
は
、
則
ち
猶
ほ
西
方
の
所
謂
政
治
家
の
ご
と
き

な
り
。
刑
律
に
膠
す
る
の
み
に
は
非
ず
」（
注
9
）
。

太
炎
は
、「
法
」
を
広
く
捉
え
て
制
度
と
理
解
し
た
（
こ
の
種
の

理
解
は
、『
検
論
』
原
法
篇
附
録
「
漢
律
考
」
に
も
見
え
る
）。
法

家
の
「
法
」
は
周
の
六
官
と
同
じ
だ
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
法
家
が
国
政
全
般
を
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

商
鞅
は
酷
吏
と
は
違
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
商
鞅
は
、
①
民

を
生
業
に
就
か
せ
、
国
家
の
税
収
な
ど
も
考
え
て
、
政
治
（
百
官

の
大
法
）
を
熟
知
し
、
②
人
主
に
も
法
を
適
用
し
よ
う
と
し
た
。

一
方
、
酷
吏
の
張
湯
は
、
①
専
制
君
主
の
意
に
媚
び
、
②
見
知
之

法
・
腹
誹
之
法
に
よ
っ
て
臣
下
を
統
制
し
た
。
太
炎
は
こ
の
こ
と

を
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
則
ち
鞅
は
大
法
あ
る
を
知
り
、
湯
は
徒た

だ
狴
獄
の
制
あ
る

を
知
る
の
み
。
法
家
と
刀
筆
の
吏
と
は
、
其
の
優
絀　

誠
に

較
ぶ
可
か
ら
ず
。
且
つ
特
効
の
優
絀
の
み
に
非
ず
。
其
の
心

術
も
亦
た
殊
絶
す
。」（
注
10
）

「
孝
公　

国
事
を
以
て
鞅
に
属
す
る
に
方あ

た

り
、
鞅　

是
よ
り

其
の
意
を
行
ふ
を
得
。
政
令
内
よ
り
出
づ
れ
ば
、
乗く

ん
し
ゆ輿

も
法

に
違
ひ
て
喜
怒
に
任
す
を
得
ず
。
其
の
湯
の
、
人
主
の
意
を

闚う
か
が

ひ
て
以
て
高
下
を
為
す
よ
り
賢ま

さ

れ
る
こ
と
、
亦
た
遠

し
。」（
注
11
）

商
鞅
と
法
家
を
高
く
評
価
し
た
根
柢
に
は
、
国
家
運
営
へ
の
視
点

及
び
法
律
に
対
す
る
太
炎
の
見
方
が
あ
る
。
太
炎
は
、
前
述
し
た

よ
う
に
、「
法
」
を
広
く
制
度
と
解
し
、
単
に
刑
律
と
は
考
え
な

か
っ
た
。
そ
れ
故
、
法
家
を
政
治
家
に
近
い
と
見
、
商
鞅
を
張
湯

ら
酷
吏
か
ら
区
別
し
た
わ
け
で
あ
る
。
何
よ
り
も
こ
の
政
治
家
と

し
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
点
に
注
意
し
た
い
。
太
炎
は
罪
刑
一
致

の
立
場
に
立
つ
か
ら
、
商
鞅
の
軽
罪
重
罰
主
義
（
小
さ
な
過
ち
で

も
重
刑
に
処
す
る
）
な
ど
、
そ
の
思
想
全
体
を
評
価
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
法
は
元
来
、
国
事
執
行
の
準
則
と
見
な

さ
れ
て
、
清
末
で
も
、「
法
」
と
言
え
ば
所
詮
は
吏
事
と
即
断
す

る
儒
教
の
「
常
識
」
が
あ
っ
た
（
注
12
）
。
こ
う
し
た
「
常
識
」
を
太

炎
は
批
判
し
た
の
で
あ
る
。「
雖
乗
輿
、
亦
不
得
違
法
而
任
喜
怒

（
君
主
で
あ
っ
て
も
、
法
に
違
反
し
喜
怒
に
任
せ
て
勝
手
に
し
て

は
な
ら
ぬ
）」
と
言
う
こ
と
か
ら
も
、
法
の
公
平
な
適
用
の
見
方

が
、
彼
に
早
く
か
ら
存
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
法
の
公
平
な
適
用

と
は
、
法
を
普
遍
的
基
準
と
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
法
の
下
の

平
等
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
た
だ
し
、
権
利
の
平
等
で
は
な
く
、

処
罰
の
平
等
で
あ
る
）。
法
の
公
平
な
適
用
の
問
題
は
、
後
の

「
五
朝
法
律
索
隠
」（
一
九
〇
八
）
で
具
体
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

そ
し
て
初
刻
本
末
尾
に
、「
戊
戌
七
月
書
」
と
記
さ
れ
た
一
文

が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
今
、
西
洋
人
が
商
鞅
と
違
う
の
は
、
軽
刑
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か
ど
う
か
の
一
点
だ
け
で
、
物
事
を
整
斉
厳
粛
に
す
る
点
で
は
同

じ
だ
と
述
べ
、「
余　

此
の
篇
を
箸あ

ら

は
す
。
世
人
の
駭
怪
す
る
所

と
為
ら
ん
。
…
（
中
略
）
…
、
凡
そ
法
家
を
非
議
す
る
者
は
、
自

ら
維
新
に
近
し
と
謂
ふ
も
、
実
は
八
百
年
来
の
帖
括
の
見
な
り
」

と
言
っ
た
（
注
13
）
。
法
家
非
難
は
、
科
挙
試
験
用
の
俗
見
と
同
じ
だ

と
一
蹴
す
る
の
で
あ
る
。
当
時
、
太
炎
は
変
法
派
に
共
感
す
る
立

場
で
あ
っ
た
が
、
商
鞅
と
法
家
に
対
す
る
見
方
で
は
、
譲
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
文
は
、
重
訂
本
で
は
削
ら
れ
て
い

る
。次

に
、『
訄
書
』
刑
官
篇
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
篇
は
初
刻
本

以
下
『
検
論
』
ま
で
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
徐
々
に
手
が
加
え
ら

れ
、『
検
論
』
で
は
修
改
が
大
き
い
。
し
か
し
、
本
篇
の
趣
旨
は
、

一
貫
し
て
法
の
公
平
な
適
用
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
法
概
念
は
、
西

洋
で
も
古
来
実
に
多
様
な
よ
う
だ
が
、
法
が
達
成
し
よ
う
と
す
る

目
標
と
し
て
正
義
が
あ
る
こ
と
は
、
論
を
俟
た
な
い
（
注
14
）
。
正
義

の
実
現
に
あ
た
っ
て
、
適
用
除
外
の
対
象
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

わ
け
で
、
法
の
も
つ
形
式
的
正
義
は
、
原
則
的
に
誰
彼
と
な
く
適

用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
中
国
で
は
、
法
の

安
定
性
が
説
か
れ
た
一
方
、
君
主
は
勿
論
、
礼
を
知
る
名
望
階
層

は
法
的
制
裁
を
軽
減
さ
れ
る
か
免
れ
た
（
注
15
）
。
古
来
、「
刑
は
大

夫
に
上
さ
ず
」
な
の
で
あ
る
。
正
義
の
実
現
以
上
に
、
秩
序
の
維

持
が
重
視
さ
れ
た
結
果
と
言
え
る
（
注
16
）
。

し
か
し
、
太
炎
は
法
適
用
の
除
外
や
軽
減
に
対
し
て
批
判
的
で

あ
っ
た
。
彼
は
「
五
朝
法
律
索
隠
」
で
法
の
公
平
な
適
用
を
説
い

た
が
、
こ
の
刑
官
篇
で
早
く
も
そ
れ
を
説
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

太
炎
は
言
う
。
西
洋
に
は
三
権
分
立
制
が
あ
る
が
、
中
国
で
は
、

刑
官
だ
け
が
政
府
と
対
抗
で
き
、「
人
主
」
や
「
尊
達
之
人
」
を

罪
に
問
え
る
。
例
え
ば
春
秋
時
代
の
申
無
宇
は
、「
僕
区
之
法
」

（
贓
物
の
隠
匿
者
を
処
罰
す
る
法
）
に
拠
っ
て
楚
の
霊
王
を
盗
人

と
同
罪
と
し
（『
春
秋
左
伝
』
昭
公
七
年
）、
ま
た
孟
子
は
古
義
を

述
べ
て
、
舜
の
父
で
あ
る
瞽
瞍
が
人
を
殺
し
た
の
な
ら
、
裁
判
官

の
咎
繇
は
捕
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
（『
孟
子
』
尽
心
上
）。

「
夫
れ
大
上
の
尊
を
以
て
し
て
も
、
猶
ほ
五
咤
を
免
れ
ず
。
使も

し

舜　

妄
り
に
人
を
殺
さ
ば
、
則
ち
こ
れ
を
治さ

ば

く
こ
と
等
し
く
是
な

り
」
と
（
注
17
）
。
篇
末
に
「『
周
官
』
の
法
廃
れ
し
よ
り
、
譴
訶
す

る
こ
と
、
上
に
行
は
れ
ず
」
と
言
う
こ
と
か
ら
も
（
注
18
）
、
太
炎
の

関
心
は
、
法
の
公
平
な
適
用
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

重
訂
本
の
増
訂
部
分
は
、
西
洋
法
に
お
け
る
人
君
の
犯
罪
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
絶
対
君
主
制
で
は
、
ま
だ
人
君
の
犯

罪
を
許
す
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
言
う
（
注
19
）
。
太
炎
は
権
力
者
の
犯

罪
に
対
し
て
、
法
を
い
か
に
適
用
す
る
か
に
関
心
が
あ
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。

『
検
論
』
刑
官
篇
に
な
る
と
、
こ
の
趣
旨
が
よ
り
明
確
に
な
る
。

『
検
論
』
と
い
う
書
名
自
体
が
、
彼
の
精
神
の
鬱
屈
と
そ
の
昇
華
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を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。「
検
」
字
に
つ
い
て
、
後
漢
、
劉
熙
撰

『
釈
名
』
が
「
検
、
禁
也
。
禁
閉
諸
物
、
使
不
得
開
露
」（
釈
書

契
）
と
説
明
し
た
よ
う
に
、『
検
論
』
は
、
太
炎
が
当
時
袁
世
凱

に
幽
閉
さ
れ
て
、
そ
の
思
想
表
現
が
禁
止
さ
れ
た
鬱
屈
を
反
映
さ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、「
余　

事
に
感
ず
る
こ
と
既
に
多

く
、
復ま

た
『
訄
書
』
を
取
り
て
増
刪
し
、
名
を
『
検
論
』
と
更

む
」
と
書
い
て
い
る
（
注
20
）
。
こ
の
時
期
で
は
、
法
に
対
す
る
思
い

が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。『
検
論
』
の
増
訂
部
分
に
、

人
君
は
そ
の
職
能
を
果
た
す
が
故
に
尊
い
の
で
あ
り
、
人
君
と
い

う
存
在
ゆ
え
に
尊
い
の
で
は
な
い
、
と
あ
る
（
注
21
）
。
従
っ
て
、
君

主
が
人
を
殺
す
な
ら
、
そ
の
罪
を
裁
く
の
は
正
し
い
こ
と
に
な

る
。
そ
の
例
と
し
て
『
検
論
』
の
原
注
に
、
漢
、
景
帝
の
博
打
の

話
が
新
た
に
加
わ
っ
た
。
そ
れ
は
景
帝
が
皇
太
子
の
時
、
呉
の
太

子
が
文
帝
に
謁
見
し
に
来
た
。
皇
太
子
（
景
帝
）
は
呉
の
太
子
と

飲
ん
で
博
打
を
や
り
、
コ
マ
道
を
争
い
、
盤
を
投
げ
て
殺
し
た

（『
漢
書
』
荊
燕
呉
伝
）。
博
打
は
、
監
国
や
撫
軍
の
職
務
と
し
て

や
っ
た
の
で
は
な
く
、
兄
弟
親
戚
の
間
柄
で
や
っ
た
の
だ
か
ら
、

職
責
上
の
も
の
で
は
な
い
。
太
炎
は
、
当
然
「
凡
民
殺
人
之
律
」

に
従
っ
て
処
罰
す
べ
き
だ
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
（
注
22
）
。
彼
は

権
能
を
も
つ
人
間
に
そ
れ
ぞ
れ
の
職
責
を
求
め
て
、
職
能
に
よ
る

特
権
を
認
め
な
い
。
従
っ
て
、
職
務
以
外
で
の
犯
罪
は
、
な
お
さ

ら
一
般
人
と
し
て
処
罰
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
『
検
論
』
刑
官
篇
で
は
、
法
の
公
平
な
適
用
の
主

張
が
明
確
に
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
辛
亥
後
の
袁
世
凱
の
専

横
が
あ
る
だ
ろ
う
。
袁
世
凱
は
一
九
一
三
（
民
国
二
）
年
四
月
、

国
会
を
無
視
し
て
五
国
善
後
借
款
協
定
を
結
ん
だ
。
七
月
に
は
第

二
革
命
が
起
こ
っ
た
が
、
ま
も
な
く
失
敗
、
一
〇
月
に
袁
世
凱
は

大
総
統
の
地
位
に
即
い
た
。
一
九
一
四
（
民
国
三
）
年
一
月
に
国

会
は
停
止
さ
れ
、
二
月
に
省
議
会
が
解
散
さ
せ
ら
れ
た
。
五
月
一

日
『
中
華
民
国
約
法
』（
い
わ
ゆ
る
新
約
法
）
が
公
布
さ
れ
た
が
、

そ
れ
は
『
臨
時
約
法
』
と
は
違
っ
て
、
議
会
の
権
限
を
最
小
限
に

抑
え
、
大
総
統
の
権
限
を
最
大
限
に
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
民

国
二
～
三
年
頃
の
状
況
は
、
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
太
炎
は
と
い

う
と
、
二
〇
一
四
年
一
月
に
龍
泉
寺
に
監
禁
さ
れ
、
絶
食
し
て
抗

議
の
意
を
示
し
た
。『
検
論
』（
二
〇
一
四
）
は
、
こ
の
時
代
を
背

景
に
、
自
ら
の
体
験
を
も
と
に
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
総
統
権
力

の
抑
止
や
権
力
の
犯
罪
を
念
頭
に
、
法
の
公
平
な
適
用
が
よ
り
切

実
に
意
識
さ
れ
た
の
は
当
然
と
言
え
よ
う
。

三
つ
目
は
『
訄
書
』
定
律
篇
で
あ
る
。
本
篇
は
『
訄
書
』
初
刻

本
、
重
訂
本
と
も
に
存
す
る
が
、『
検
論
』
で
削
除
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
初
刻
本
と
重
訂
本
と
の
間
に
は
、
僅
か
に
語
彙
の
異
同

が
あ
る
く
ら
い
で
、
内
容
自
体
に
大
き
な
変
更
は
な
い
。
削
除
の

理
由
は
、
内
容
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
（
後
述
）。

さ
て
、
太
炎
か
ら
見
て
、
中
国
法
の
問
題
は
重
罰
を
科
し
た
こ
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と
で
は
な
く
、
微
罪
で
も
重
罰
が
科
せ
ら
れ
る
点
に
あ
っ
た
。
彼

は
言
う
。

「
夫
れ
中
国
の
患
ふ
る
と
こ
ろ
は
、
刑
重
き
の
失
に
は
非
ず
。

特た

だ
其
の
米
塩
の
ご
と
く
瑣
細
な
れ
ば
、
罪　

死
に
至
ら
ざ

る
に
、
必
ず
こ
れ
を
棄
市
磬
首
に
致
す
者
は
、
減
ず
可
し
と

為
す
の
み
。」（
注
23
）

太
炎
か
ら
見
て
、
中
国
で
は
軽
微
な
罪
で
も
死
刑
に
な
る
こ
と
が

あ
り
、
こ
の
罪
刑
不
一
致
こ
そ
が
中
国
法
の
問
題
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
韓
非
子
が
「
且そ夫
れ
重
刑
は
人
を
罪
せ
ん
が
為
に
非
ず
」

（
六
反
篇
）
と
言
っ
た
の
は
、
一
姦
の
罪
を
重
く
し
て
境
内
の
邪

を
止
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
罪
刑
不
一
致
は
、
秩
序
維

持
の
た
め
に
容
認
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
太
炎
は
こ
れ
を
問
題

視
し
た
。
彼
か
ら
す
れ
ば
、
重
罰
を
科
す
こ
と
が
問
題
な
の
で
は

な
い
。
罪
悪
に
懲
り
る
か
ど
う
か
は
、
刑
罰
の
重
さ
と
は
無
関
係

な
の
だ
。
と
こ
ろ
が
儒
家
は
、
罪
刑
不
一
致
の
現
実
か
ら
、
個
々

の
ケ
ー
ス
で
法
の
厳
し
い
適
用
を
回
避
す
る
た
め
に
省
刑
を
説
い

た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
筋
で
は
な
い
、
と
（
注
24
）
。

そ
こ
で
太
炎
は
、
重
罪
を
改
め
て
軽
く
す
る
ケ
ー
ス
、
軽
罪
を

改
め
て
重
く
す
る
ケ
ー
ス
、
中
国
（
の
通
商
の
地
）
と
西
洋
と
で

罪
の
軽
重
を
等
し
く
す
る
ケ
ー
ス
の
三
つ
を
挙
げ
た
。
検
討
の
結

果
、
次
の
三
点
を
提
言
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
大
罪
の
科
条
の

内
、
無
駄
な
も
の
を
監
禁
に
代
え
る
。
②
胥
吏
・
差
役
は
恣
意
的

に
法
を
運
用
す
る
の
で
、
罪
は
最
終
的
に
長
官
が
論
決
す
る
よ
う

に
す
る
。
③
通
商
の
律
を
定
め
、
港
湾
都
市
に
お
け
る
中
国
人
と

外
国
人
の
処
罰
の
仕
方
を
見
直
す
、
で
あ
る
（
注
25
）
。
懲
罰
は
「
則

ち
固
よ
り
必
ず
行
ふ
に
在
り
、
軽
重
の
剤
の
能
く
与あ

づ

か
る
所
に
は

非
ず
。」
重
要
な
の
は
罪
刑
を
一
致
さ
せ
て
法
を
適
正
に
執
行
す

る
こ
と
で
あ
り
、
重
罰
や
省
刑
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

罪
刑
一
致
は
法
の
安
定
性
に
関
わ
る
こ
と
だ
か
ら
、
太
炎
は
法
の

公
平
な
客
観
的
適
用
を
問
う
た
と
言
え
よ
う
。
罪
刑
一
致
の
視
点

は
辛
亥
後
も
一
貫
し
て
い
る
の
で
、
定
律
篇
の
削
除
理
由
は
、
提

言
内
容
が
民
国
の
時
代
に
合
わ
な
い
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
例
え
ば
②
で
あ
る
と
、
清
朝
が
杖
以
下
の
軽
微
な
罪
を
州
県

レ
ベ
ル
で
処
理
し
、
胥
吏
が
そ
れ
を
悪
用
し
た
現
実
（
注
26
）
に
対
す

る
提
言
で
あ
っ
た
。
清
朝
が
倒
壊
し
た
以
上
、
時
代
に
合
わ
な
い

の
で
あ
る
。

四
つ
目
は
、『
訄
書
』
通
法
篇
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
篇
は
重

訂
本
に
新
た
に
加
え
ら
れ
（
注
27
）
、
修
訂
さ
れ
て
『
検
論
』
に
も
収

載
さ
れ
た
。
重
訂
本
執
筆
の
頃
、
新
し
い
視
点
が
生
ま
れ
た
か
ら

だ
と
推
測
さ
れ
る
。
通
法
篇
の
内
容
は
、
西
洋
近
代
的
な
「
議
院
」

「
議
員
」「
商
工
」「
社
会
主
義
」
な
ど
の
新
し
い
観
念
を
取
り
込

み
つ
つ
、
中
国
史
の
中
か
ら
取
る
べ
き
可
能
性
を
探
っ
た
も
の
で

あ
る
。
本
篇
の
重
訂
本
と
『
検
論
』
と
の
異
同
は
、「
後
王
」（『
検

論
』
だ
と
「
後
之
林
烝
」。
以
下
同
じ
）「
議
院
」（「
議
舎
」）「
知
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事
」（「
民
政
長
官
」）
と
い
っ
た
語
彙
が
置
き
換
え
ら
れ
、
新
た

に
秦
王
朝
の
評
価
が
加
わ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
他
に
大
き
な
変
更

は
見
ら
れ
な
い
。
太
炎
が
取
る
べ
き
王
朝
と
し
て
、
漢
、
新
・

晋
・
魏
・
隋
・
唐
、
後
梁
、
明
（『
検
論
』
で
秦
が
追
加
）
を
挙

げ
た
。
例
え
ば
漢
王
朝
だ
と
、
県
邑
に
「
議
院
」（「
議
舎
」）
が

あ
り
、「
議
民
」
は
良
奥
通
達
之
士
で
あ
り
、
公
民
と
し
て
県
政

に
参
加
し
た
の
で
、
西
洋
の
「
議
員
」
に
相
当
す
る
。
明
王
朝
で

あ
る
と
、
三
司
の
う
ち
、
按
察
使
と
布
政
使
は
司
法
と
行
政
に
当

た
り
、
清
代
の
督
撫
よ
り
は
ま
し
だ
、
と
言
う
具
合
で
あ
る（
注
28
）
。

ま
た
『
検
論
』
で
新
規
に
追
加
さ
れ
た
秦
王
朝
は
、
封
建
制
を
倒

し
て
、
皇
帝
以
外
は
一
律
に
平
民
と
し
た
点
が
評
価
さ
れ
た（
注
29
）
。

秦
王
朝
に
対
す
る
評
価
は
、「
秦
政
記
」（
一
九
一
〇
）
に
も
見
え
て

い
る（
注
30
）
。

こ
の
通
法
篇
は
議
会
制
や
三
権
分
立
、
田
制
な
ど
に
触
発
さ
れ

て
議
論
が
展
開
し
た
と
言
え
る
。
代
議
制
に
関
し
て
、『
訄
書
』

重
訂
本
の
段
階
で
は
、
ま
だ
「
議
院
」「
議
員
」
に
肯
定
的
で

あ
っ
た
が
、『
検
論
』
に
な
る
と
、
代
議
制
の
評
価
が
変
化
し
た
。

「
議
民
」
を
県
政
（
地
方
自
治
）
に
参
与
す
る
者
と
し
て
認
め
は

し
た
が
、『
検
論
』
に
追
加
さ
れ
た
原
注
に
は
、
中
国
に
は
戸
口

が
多
く
、
議
士
の
数
は
数
百
と
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
民
衆
を
代

表
す
る
に
は
不
十
分
だ
、
と
あ
る
（
注
31
）
。
ま
た
、『
検
論
』
に
追

加
さ
れ
た
「
朝
廷
有
議
士
、
其
得
失
未
可
知
也
」
句
を
見
て
も
、

国
政
レ
ベ
ル
の
代
議
制
に
つ
い
て
は
、
消
極
的
な
方
向
に
変
化
し

た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
消
極
的
な
見
方
は
、
辛
亥
前
に
代
議
制

を
批
判
し
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。

五
つ
目
は
、
地
治
篇
で
あ
る
。
本
篇
は
『
訄
書
』
重
訂
本
に
初

め
て
加
わ
り
、『
検
論
』
に
収
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
が

連
邦
制
や
地
方
自
治
を
論
じ
て
い
て
、
代
議
制
と
法
制
の
問
題
に

も
関
わ
る
の
で
、
触
れ
て
お
き
た
い
（
重
訂
本
地
治
篇
と
『
検

論
』
地
治
篇
と
は
、
字
句
の
修
改
が
少
し
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
）。

論
旨
は
、
集
権
制
と
地
方
自
治
の
議
論
を
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
や
プ
ロ
シ
ア
が
例
に
取
ら
れ
て
い
る
。

太
炎
は
、
先
ず
「
人
君
」
の
古
義
か
ら
「
人
君
」
の
資
格
を
見

定
め
る
。
次
に
複
数
の
国
が
一
人
の
「
人
君
」
を
擁
立
す
る
こ
と

を
歴
史
的
に
例
示
し
て
、
連
邦
制
と
自
治
に
つ
い
て
論
じ
る
。
彼

は
言
う
。
古
に
「
人
君
」
を
「
酋
」
と
称
し
た
の
は
、
彼
が
酒
を

造
っ
て
管
理
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、「
酋
」
に
は
「
材
藝
」
が
必

要
だ
。
酒
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
生
民
之
嗜
欲
」
に
適
う
か
ら

で
あ
る
。
周
公
の
時
、
康
叔
が
一
人
で
三
都
を
統
治
し
た
。
風
俗

を
異
に
す
る
邶
・
鄘
・
衛
の
三
政
府
が
一
人
の
「
人
君
」
を
戴
い

た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
近
世
の
所
謂
「
双
立
君
主
」
に
当
た
る
。

「
方
伯
連
率
」
は
連
邦
制
で
あ
る
。
中
央
が
兵
権
を
握
り
、
地
方

は
軍
事
を
勝
手
に
は
出
来
な
い
。
今
の
ド
イ
ツ
連
邦
は
、
地
方
が

自
治
し
な
が
ら
兵
権
は
中
央
に
あ
る
。
こ
れ
は
連
邦
制
の
類
で
あ
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る
。
中
国
の
場
合
、
明
朝
の
ご
と
く
布
政
使
に
行
政
方
面
、
按
察

使
に
司
法
方
面
を
掌
ら
せ
る
の
が
よ
い
。県
に
は
郷
官
を
設
け
て
、

文
学
と
法
律
の
士
を
任
命
す
る
。
一
県
は
司
の
ご
と
く
で
あ
り
、

一
司
の
こ
と
で
法
律
が
あ
る
場
合
は
律
令
の
よ
う
に
扱
い
、
そ
れ

が
な
い
場
合
は
「
俊
民
」
に
諮
っ
て
決
め
る
、
と
（
注
32
）
。

以
上
が
地
治
篇
の
大
旨
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
中
国
の

体
制
と
し
て
布
政
使
と
按
察
使
、
及
び
郷
官
に
類
す
る
も
の
を
設

置
し
、
地
方
に
自
治
さ
せ
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
太
炎
は
『
民

報
』
期
に
代
議
制
を
批
判
し
（「
代
議
然
否
論
」）、
代
議
制
に
代

わ
る
社
会
と
し
て
「
諦
実
之
共
和
」
体
制
を
構
想
し
た
。「
諦
実

之
共
和
」
は
三
権
分
立
体
制
だ
が
、
西
洋
近
代
の
そ
れ
と
は
異
質

で
あ
る
（
詳
細
は
別
稿
）。
法
制
に
つ
い
て
言
え
ば
、
太
炎
は
代

議
制
を
批
判
し
て
立
法
権
を
認
め
な
い
の
で
、
民
意
の
吸
収
を
ど

う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
起
こ
る
。
重
訂
本
地
治
篇
は
、
県
を
治

め
る
郷
官
を
置
く
の
で
民
意
の
吸
収
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
は
分

か
る
が
、
議
論
が
そ
の
制
度
論
的
な
位
置
付
け
に
止
ま
っ
て
い

て
、
自
治
は
具
体
的
に
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、『
検
論
』「
無
法

者
、
咨
於
俊
民

0

0

而
廃
興
之
」
句
の
「
俊
民
」
が
、『
訄
書
』
重
訂

本
で
は
「
咨
於
議
会

0

0

」
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
重
訂
本
の
段

階
で
は
、
太
炎
は
地
方
に
も
「
議
会
」
を
認
め
て
、
代
議
制
に
は

否
定
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。『
検
論
』
で
修
改
さ
れ

た
「
俊
民
」
と
は
、
恐
ら
く
法
制
エ
リ
ー
ト
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
諦
実
之
共
和
」
構
想
で
は
、「
法
学
を
よ
く
学
ん
だ
者
及
び
歴
史

に
通
達
し
民
間
の
利
病
に
明
る
い
者
」
が
立
法
す
る
と
さ
れ
た

が
、
そ
う
し
た
類
と
考
え
ら
れ
る
。
通
法
篇
と
本
篇
を
併
せ
て
み

る
と
、『
検
論
』
を
書
い
た
頃
に
、
地
方
自
治
と
連
邦
制
へ
の
関

心
が
よ
り
明
確
に
意
識
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
っ
て
も
、

当
時
太
炎
は
ま
だ
集
権
論
者
で
あ
り
、
聯
省
自
治
論
者
で
は
な
い

が
（
注
33
）
。（
聯
省
自
治
論
に
つ
い
て
は
別
稿
）

最
後
に
『
検
論
』
に
新
た
に
加
え
ら
れ
た
非
所
宣
言
篇
に
触
れ

て
お
く
。「
非
所
宣
言
」
の
語
は
法
制
用
語
で
、
妄
言
や
妄
称
の

廉
で
「
大
不
敬
」
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
注
34
）
。
つ
ま
り
、
こ
の

語
は
権
力
側
が
処
罰
す
る
た
め
の
言
葉
だ
が
、
太
炎
は
恐
ら
く
ア

イ
ロ
ニ
カ
ル
に
、
或
い
は
自
嘲
的
に
用
い
た
の
か
と
推
察
さ
れ

る
。
本
篇
の
内
容
は
五
点
に
わ
た
る
。
す
な
わ
ち
、
官
僚
の
利
権

行
為
、
中
央
と
地
方
の
高
官
の
大
悪
、
遊
学
し
て
官
吏
と
な
っ
た

者
の
弊
害
、
勲
臣
の
本
性
と
素
行
、
科
挙
に
よ
る
人
材
と
恩
蔭
な

ど
に
よ
る
人
材
の
比
較
で
あ
る
。
冒
頭
に
総
論
し
て
言
う
。

「
言
に
高
け
れ
ど
も
周あ

ま

ね
く
務
め
ざ
る
者
あ
ら
ば
、
以
て
政

を
議
す
可
か
ら
ず
。
こ
れ
を
卑ひ

く

く
し
て
人
事
に
切
す
る
と
雖

も
、
己
は
其
の
人
に
非
ざ
れ
ば
、
宣
し
く
言
ふ
べ
き
所
に
非

ず
。」

高
尚
な
言
葉
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
出
来
な
け
れ
ば
、
政
治
を
論
じ

る
べ
き
で
は
な
く
、
社
会
に
密
接
な
こ
と
を
言
う
に
し
て
も
、
自
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分
は
適
任
で
は
な
い
の
で
、
言
わ
な
い
ほ
う
が
よ
い
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
要
す
る
に
、
時
局
批
判
が
内
容
な
の
で
、
過
去
に
妄
言

の
類
と
し
て
断
罪
す
る
言
葉
「
非
所
宣
言
」
を
予
め
用
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
本
篇
は
時
局
批
判
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
以
上
は
触
れ
な

い
。以

上
、『
訄
書
』
初
刻
本
や
重
訂
本
の
諸
篇
を
中
心
に
法
制
論

を
考
察
し
て
き
た
。
こ
の
時
期
で
は
、
ま
だ
代
議
制
を
否
定
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
、
罪
刑
不
一
致
が
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
、
法
の

公
平
な
適
用
を
説
い
た
こ
と
な
ど
が
分
か
っ
た
。

そ
こ
で
次
に
、『
検
論
』
に
至
っ
て
内
容
を
大
き
く
変
え
た

『
訄
書
』
儒
法
篇
と
『
検
論
』
原
法
篇
を
見
て
み
よ
う
。
太
炎
の

法
制
論
の
変
遷
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
二
節　
『
訄
書
』
儒
法
篇
と
『
検
論
』
原
法
篇

本
節
で
は
、『
訄
書
』
儒
法
篇
と
『
検
論
』
原
法
篇
に
つ
い
て

考
察
す
る
。『
検
論
』
原
法
篇
は
、『
訄
書
』
儒
法
篇
を
大
幅
に
修

改
し
た
も
の
で
あ
る
。
儒
法
篇
は
、
も
と
も
と
『
実
学
報
』（
第

三
冊
、
一
八
九
七
年
九
月
一
七
日
）
に
原
載
さ
れ
、『
訄
書
』
初

刻
本
と
重
訂
本
に
収
載
さ
れ
た
。
北
図
本
（
一
九
一
〇
）
に
至
っ

て
原
法
篇
と
改
題
さ
れ
、
内
容
も
大
き
く
修
改
を
受
け
、『
検
論
』

で
は
、
そ
れ
が
さ
ら
に
修
訂
さ
れ
た
。
し
か
も
原
法
篇
は
字
数
が

儒
法
篇
の
約
三
倍
に
増
え
、
儒
家
と
法
家
に
対
す
る
見
方
が
大
き

く
変
わ
っ
た
。
儒
法
篇
は
、
そ
の
篇
題
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、

儒
家
と
法
家
の
相
補
性
を
容
認
す
る
見
方
で
あ
っ
た
が
、
原
法
篇

は
法
そ
の
も
の
を
問
い
、
儒
家
の
法
律
観
を
明
確
に
批
判
し
た
も

の
で
あ
る
。
儒
法
篇
は
、
法
に
対
す
る
思
索
の
深
化
を
反
映
し
て

い
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
『
訄

書
』
儒
法
篇
を
見
て
み
よ
う
。
初
刻
本
と
重
訂
本
と
は
、
語
句
は

変
動
す
る
が
（
注
35
）
、
見
方
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
同
じ
な
の

は
、
仮
に
儒
家
に
問
題
点
を
見
い
だ
し
て
も
、
儒
家
と
法
家
を
相

補
的
に
捉
え
る
見
方
で
あ
る
。
儒
法
篇
は
『
検
論
』
原
法
篇
と
は

見
方
が
異
な
る
の
で
、
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

儒
法
篇
の
基
本
的
な
見
方
は
、「
道
は
其
れ
本
な
る
の
み
。
法

は
末
な
る
の
み
」
と
か
「
然
ら
ば
則
ち
儒
家
の
道
は
、
其
れ
法
家

を
擯し

り
ぞく

る
能
は
ざ
る
こ
と
、
亦
た
明
ら
か
な
る
の
み
」
と
か
の
言

辞
に
窺
え
る
。
太
炎
は
儒
家
と
法
家
を
相
補
的
に
捉
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
彼
は
儒
家
に
問
題
点
を
見
い
出
し

た
。
そ
の
問
題
点
と
は
、
儒
家
の
偏
狭
さ
と
「
原
心
定
罪
」
の
法

律
観
で
あ
る
。

先
ず
儒
者
の
偏
狭
さ
と
い
う
の
は
、
彼
ら
が
鄭
の
子
産
や
諸
葛

亮
を
評
価
し
て
も
、
管
仲
や
申
不
害
・
商
鞅
ら
を
斥
け
る
点
で
あ

る
。
儒
家
は
子
産
や
諸
葛
亮
が
法
家
の
術
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
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知
ら
な
い
、
と
そ
の
無
知
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
「
原
心
定
罪
」
の
法
律
観
で
あ
る
。「
原
心
定
罪
」
は
、

犯
罪
行
為
の
動
機
と
情
状
を
重
視
し
て
罪
を
定
め
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
「
原
心
定
罪
」
に
太
炎
は
問
題
点
を
見
出
し
た
。
そ
れ

は
中
国
法
が
律
を
具
体
的
に
細
か
く
規
定
し
た
こ
と
に
関
連
し
て

い
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
太
炎
は
言
う
。
法
家
は
苛
酷
な
刑
罰

を
厭
わ
な
い
が
、
律
を
細
か
く
規
定
す
る
の
を
嫌
う
。
と
こ
ろ

が
、
儒
家
は
律
を
細
か
く
規
定
し
た
。
妄
り
に
罪
を
問
い
た
く
な

い
か
ら
で
あ
る
。「
律
の
歧わ

か

た
る
る
者
は
、
妄
り
に
人
を
殺
す
を

欲
せ
ざ
れ
ば
な
り
。」
律
を
細
か
く
具
体
的
に
規
定
す
れ
ば
、
條

文
は
微
妙
に
異
な
る
他
の
ケ
ー
ス
に
す
ん
な
り

0

0

0

0

適
用
出
来
な
い
の

で
、
吏
議
し
て
決
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
役
人
は
簿
書
の

仕
事
に
疲
れ
は
て
、
日
々
吏
議
を
避
け
た
。
か
く
て
「
徳
の
意　

深
し
と
雖
も
、
姦
宄　

瘉い
よ

い
よ
因
り
て
暴
恣
と
な
る
。
今
日
是
な

り
。」
と
。
太
炎
は
、
儒
家
が
徳
治
を
貴
ん
で
犯
罪
の
構
成
要
件

を
細
か
く
規
定
し
た
も
の
の
、
逆
に
今
日
の
「
暴
恣
」
の
事
態
を

招
い
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

中
国
法
は
、「
情
」（
犯
罪
行
為
の
様
態
や
事
情
）
と
法
と
の
バ

ラ
ン
ス
（
い
わ
ゆ
る
「
情
法
の
平
」）
を
重
視
し
て
き
た
（
注
36
）
。

こ
の
基
本
認
識
に
立
っ
て
、
法
文
は
犯
罪
様
態
を
細
分
化
し
具
体

的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
結
果
、
個
々
の
法
文
の
包
摂
で
き
る
範
囲

が
限
定
さ
れ
て
し
ま
い
、
既
存
の
法
に
当
て
は
ま
ら
な
い
事
案
を

い
か
に
処
理
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
ま
れ
た
（
注
37
）
。
太
炎
は
こ

の
こ
と
か
ら
生
ず
る
処
断
の
恣
意
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
38
）
。

太
炎
が
挙
げ
た
具
体
例
は
、
董
仲
舒
の
決
事
比
で
あ
る
。
太
炎

は
言
う
。
決
事
比
は
経
と
讖
を
援
引
比
附
し
、「
事
」
に
対
し
て

そ
れ
を
「
例
」（
判
決
例
）
と
し
て
類
推
適
用
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
文
章
は
冗
長
で
「
例
」
が
細
か
い
、
と
。「
例
」
が
個
別
的

に
す
ぎ
る
と
い
う
わ
け
だ
が
、
重
訂
本
に
な
る
と
、
こ
の
問
題
点

が
明
確
に
指
摘
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
例
」
が
細
分
化
さ
れ
た

結
果
、
後
世
の
廷
尉
は
、
生
死
を
め
ぐ
る
「
比
」（
類
推
適
用
）

が
違
っ
て
く
る
の
を
利
と
し
て
、
罪
の
軽
重
を
売
り
買
い
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
法
の
も
つ
明
確
な
標
準
が
棄
て
ら
れ
て
、
動
揺
す

る
結
果
を
招
い
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
（
注
39
）
。『
漢
書
』
刑
法
志

は
、
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
す
。
酷
吏
が
巧
み
に
法
を
操
っ

て
「
事
」「
例
」
を
引
き
比
べ
、
そ
の
結
果
、
法
網
が
細
か
く

な
っ
た
。
律
例
は
お
よ
そ
三
百
五
十
九
章
、
大
辟
に
関
す
る
も
の

が
四
百
九
條
、
一
千
八
百
八
十
二
事
、
死
罪
の
決
事
比
は
一
万
三

千
四
百
七
十
二
例
に
達
し
た
。
そ
し
て
法
運
用
の
統
一
性
が
失
わ

れ
て
、
同
じ
罪
で
も
判
決
を
異
に
す
る
こ
と
が
起
こ
り
、
姦
悪
の

役
人
は
そ
れ
を
取
引
材
料
に
し
て
悪
用
し
た
、
と
。
太
炎
は
、
こ

う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で
、
儒
家
の
「
原
心
定
罪
」
の
や
り

方
に
よ
っ
て
、
酷
吏
が
法
的
安
定
性
を
損
な
っ
た
、
と
主
張
し
た

の
で
あ
る
。「
情
法
の
平
」
や
比
附
な
ど
、
法
運
用
の
実
際
に
つ
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い
て
は
先
学
の
考
察
（
注
40
）
が
あ
る
の
で
触
れ
な
い
が
、
太
炎
が
本

篇
で
問
題
に
し
た
の
は
、
法
を
公
正
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
と
は
い
え
、
ま
だ
重
訂
本
儒
法
篇
で
は
、
彼
は
基
本
的
に
礼

と
法
の
相
補
性
の
立
場
に
立
ち
、
儒
家
と
法
家
の
関
係
を
根
本
的

に
見
直
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
篇
末
に
「
子
弓
曰
、
居
敬

而
行
簡
、
以
臨
其
民
」（『
論
語
』
雍
也
篇
）
の
言
葉
を
引
用
し

て
、「
烏
乎
、
此
可
謂
儒
法
之
君
矣
」
と
評
価
し
た
こ
と
か
ら
も

分
か
る
（
こ
の
語
句
は
『
検
論
』
で
は
削
除
）。
因
み
に
付
言
す

る
と
、
太
炎
が
問
題
視
し
た
「
援
引
比
附
」
は
、
民
国
の
新
刑
律

に
お
い
て
廃
止
さ
れ
た
（
第
三
節
注
（
３
）
参
照
）。

と
こ
ろ
が
『
検
論
』
原
法
篇
に
な
る
と
、
儒
法
篇
の
見
方
が
変

わ
っ
た
。
儒
と
法
の
相
補
性
で
は
な
く
、
法
独
自
の
意
義
が
高
く

評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
李
悝
『
法
経
』、『
春
秋
左
伝
』

に
引
か
れ
た
律
条
の
規
定
、『
晋
書
』
刑
法
志
に
見
え
る
陳
群
の

言
葉
、
朝
律
、
越
宮
律
、
三
国
魏
、
桓
範
の
『
世
要
』
な
ど
、
法

制
史
関
係
の
知
識
が
多
く
引
用
さ
れ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

太
炎
は
法
に
つ
い
て
、『
管
子
』
を
引
い
て
法
の
概
念
を
広
く

理
解
し
、
法
は
政
治
と
行
政
を
含
み
、
専
ら
法
曹
に
だ
け
掌
ら
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
見
方
を
述
べ
た
（
注
41
）
。『
訄
書
』

商
鞅
篇
で
、
法
を
制
度
の
意
と
解
し
て
、
法
家
を
西
洋
の
政
治
家

に
近
い
も
の
と
評
し
た
の
は
（
第
二
節
）、
こ
の
認
識
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
り
、「
漢
律
考
」
で
も
漢
律
が
刑
律
よ
り
も
広
く
解
さ

れ
て
『
周
礼
』
な
ど
に
近
か
っ
た
と
論
じ
て
い
る
（
注
42
）
。
従
来
、

中
国
に
お
い
て
司
法
は
単
に
「
吏
治
」
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
き
た
か
ら
（
注
43
）
、
太
炎
の
法
理
解
が
そ
れ
ら
と
一
線
を
画

す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
太
炎
は
法
を
制
度
一
般
と
狭
義
の
法
律
と
に
分
け
て

考
え
た
。
狭
義
の
法
律
は
、
実
情
を
離
れ
て
人
の
心
情
を
窺
い
は

か
り
、
人
主
一
人
の
便
宜
の
た
め
に
す
ぎ
な
い
、
と
言
う
（
注
44
）
。

そ
し
て
立
法
の
目
的
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
立
法
の
意
は
、
姦
を
禁
ず
る
に
止
ど
む
。
使
し
民
に
偽
行

あ
ら
ば
、
徳
を
慚
ず
る
の
み
。」（
注
45
）

太
炎
か
ら
見
て
、
狭
義
の
法
律
の
目
的
は
奸
悪
の
禁
止
に
と
ど
ま

る
。
民
に
偽
行
が
あ
れ
ば
、
為
政
者
が
徳
の
な
さ
を
恥
じ
る
ま
で

の
こ
と
で
、
法
に
よ
り
民
を
教
化
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
彼
は
管
子
や
商
鞅
な
ど
法
家
を
政
治
家
と
見
、
張
湯
・

趙
禹
ら
を
法
吏
と
し
て
区
別
し
た
（
注
46
）
。
こ
の
見
方
は
、
重
訂
本

儒
法
篇
で
も
す
で
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、『
検
論
』
原
法
篇
に

至
っ
て
、
儒
家
と
法
吏
が
よ
り
詳
細
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
春
秋
折
獄
の
恣
意
性
を
批
判
し
た
個
所
で
言
う
。

「
法
律
の
繁
苛
な
る
は
、
未
だ
以
て
民
を
嬈わ

ず
らは

す
に
足
ら
ず
。

民
を
嬈
は
す
者
は
、
徴
な
き
の
事
を
億
察
す
る
に
在
り
。」（
注
47
）

民
に
と
っ
て
の
深
刻
な
問
題
は
、
証
拠
も
な
く
判
決
を
下
さ
れ
る

こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
続
け
て
法
吏
を
批
判
し
て
言
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う
。
一
事
に
対
し
て
二
つ
の
準
則
（
律
）
が
あ
り
、
罪
の
軽
重
が

さ
じ
加
減
な
の
で
、
彼
ら
は
そ
れ
を
利
と
し
て
科
罪
を
売
買
す
る

よ
う
に
な
っ
た
、
と
（
注
48
）
。
さ
ら
に
原
注
に
「
漢
代
の
儒
者
は
、

往
々
に
し
て
喜
ん
で
法
律
の
明
文
を
捨
て
て
経
典
を
引
き
、（
犯

罪
者
の
）
心
意
を
誅
し
て
断
罪
す
る
」
と
書
き
加
え
た
（
注
49
）
。
い

わ
ゆ
る
「
原
心
定
罪
」、
道
徳
に
根
ざ
す
主
観
的
な
法
解
釈
が
問

題
だ
、
と
太
炎
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
原
注
末
尾

で
「
蓋
し
仲
舒
よ
り
以
来
、
儒
者
は
皆
な
蚩
尤
た
り
」
と
断
定
し

た
（
注
50
）
。『
訄
書
』
儒
法
篇
に
存
し
た
見
方
、
す
な
わ
ち
儒
家
と

法
家
の
相
補
性
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
上
で
太
炎
は
、
法
は
罪
刑
の
一
致
が
重
要
だ
と
主
張
す
る

こ
と
に
な
る
。

「
吾　

古
え
の
法
を
為お

さ

む
る
者
を
観
る
に
、
鄭
僑
の
恵
、
商

鞅
の
烈
、
洩
侯
の
平
、
釈
之
の
豈
弟
、
治
を
為
す
こ
と
同
じ

か
ら
ざ
れ
ど
も
、
要か

な
らず

法
令
の
明
ら
か
に
符
す
る
を
以
て
質

と
為
す
。
名
は
刀
筆
に
在
れ
ど
も
、
正
を
持
す
る
こ
と　

儒

者
に
過
ぐ
。」（
注
51
）

明
ら
か
な
よ
う
に
太
炎
は
、
も
は
や
儒
者
と
法
家
の
相
補
性
を

た
っ
と
ん
で
は
い
な
い
。
法
家
を
評
価
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は

刑
罰
を
重
視
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
罪
刑
の
一
致
、
法
の
持
つ
準

則
と
し
て
の
明
確
さ
か
ら
で
あ
っ
た
。
支
配
層
に
も
法
を
公
平
に

適
用
す
る
正
義
、
法
的
安
定
性
な
ど
太
炎
の
法
制
論
は
、『
検
論
』

に
至
っ
て
、
よ
り
明
確
に
展
開
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。『
訄
書
』

初
刻
本
・
重
訂
本
の
儒
法
篇
末
尾
に
あ
っ
た
「
子
弓
曰
…
」
の
語

句
が
削
ら
れ
て
、
新
た
に
「
章
炳
麟
曰
」
が
加
え
ら
れ
た
。
す
な

わ
ち
言
う
。
今
の
世
の
い
わ
ゆ
る
官
人
で
法
を
守
る
者
に
、
商
鞅

や
韓
非
子
の
よ
う
な
法
家
は
い
な
い
し
、
寗
成
や
郅
都
の
よ
う
な

法
吏
も
い
な
い
。
ま
さ
し
く
桓
範
の
言
葉
の
通
り
で
あ
る
、
と
。

清
末
民
初
は
、
漢
律
や
五
朝
律
の
佚
文
が
収
集
さ
れ
始
め
た
草

創
期
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
学
者
で
も
な
い
古
典

学
者
が
中
国
法
を
上
の
よ
う
な
形
で
論
じ
た
。
辛
亥
前
後
の
苛
酷

な
現
実
が
、
彼
の
孤
高
の
思
索
を
深
め
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節　

民
国
の
新
刑
律
に
対
す
る
批
評

　
　
　
　

―
「
太
炎
先
生
自
述
学
術
次
第
」

太
炎
は
、『
訄
書
』『
検
論
』
以
外
に
、「
太
炎
先
生
自
述
学
術

次
第
」
で
も
法
制
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
た
（
な
お
、
他
に
も

一
九
一
二
年
三
月
に
「
暫
行
報
律
」
を
批
判
し
た
「
却
還
内
務
部

所
定
報
律
議
」
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
は
手
続
き
の
不
備
や
報
律
の

内
容
の
曖
昧
さ
を
批
判
し
言
論
の
自
由
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
刑
律
の
ま
だ
制
定
さ
れ
て
い
な
い
段
階
に
お
け
る
議
論
な
の

で
、
こ
こ
で
は
省
く
）（
注
52
）
。
民
国
の
新
刑
律
を
旧
律
と
比
較
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
回
顧
か
ら
も
彼
の
学
術
に
お
い
て
、
法
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制
論
が
一
定
の
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
体
、
太

炎
は
新
刑
律
を
ど
の
よ
う
に
批
評
し
た
の
か
。
こ
の
検
討
を
通
し

て
、
太
炎
の
問
題
意
識
が
よ
り
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
先
ず
、
清
末
民
初
の
新
刑
律
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
見

て
お
こ
う
。
そ
れ
は
複
雑
な
経
緯
を
辿
っ
た
。
清
朝
に
お
け
る
法

律
修
訂
作
業
は
、
光
緒
三
一
年
（
一
九
〇
五
）
か
ら
始
ま
り
、

『
新
刑
律
第
一
次
草
案
』（
一
九
〇
七
）
が
出
来
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
中
央
や
地
方
官
僚
の
簽
注
が
附
さ
れ
て
増
刪
さ
れ
、『
第
二

次
草
案
』（
一
九
一
〇
）
が
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
六
回

に
わ
た
る
修
正
が
加
わ
え
ら
れ
て
、
最
終
的
に
公
布
さ
れ
た
も
の

が
、『
欽
定
大
清
刑
律
』（
一
九
一
一
年
一
月
）
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
辛
亥
革
命
で
清
朝
が
倒
れ
た
結
果
、『
欽
定
大
清
刑
律
』
に

代
わ
っ
て
、
先
ず
一
九
一
二
年
に
『
暫
行
新
刑
律
』、
一
九
一
五

年
に
『
修
正
刑
法
草
案
』、
一
九
一
八
年
に
『
刑
法
第
二
次
修
正

案
』、
一
九
一
九
年
に
『
改
定
刑
法
第
二
次
修
正
案
』
が
出
さ
れ

た
。
そ
し
て
一
九
二
八
年
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
『
中
華
民
国
刑

法
』
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
は
『
改
定
刑
法
第
二
次
修
正
案
』
を
藍

本
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
中
華
民
国
刑
法
』
は
、『
中
華
民
国

刑
法
修
正
案
初
稿
』（
一
九
三
三
）
と
『
中
華
民
国
刑
法
修
正
案
』

（
一
九
三
四
）
を
経
て
、
一
九
三
五
年
に
『
中
華
民
国
刑
法
』
と

し
て
公
布
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
中
国
に
お
け
る
刑
律
制
定
の
紆
余

曲
折
は
、
単
に
辛
亥
革
命
後
の
政
治
的
混
乱
に
よ
る
だ
け
で
は
な

い
。
法
の
精
神
に
お
い
て
、
伝
統
的
発
想
が
根
本
的
に
変
更
を
迫

ら
れ
た
こ
と
も
挙
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。

法
の
精
神
に
お
け
る
伝
統
的
発
想
と
は
、
礼
と
法
の
相
補
性
を

め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
千
年
間
、
法
は
礼
を
補
う
も
の
と

考
え
ら
れ
、
礼
制
の
影
響
を
受
け
て
き
た
。
し
か
し
、
法
の
近
代

化
に
当
た
っ
て
、
法
は
礼
制
と
の
関
係
の
清
算
を
迫
ら
れ
た
。
近

代
法
の
個
人
主
義
的
性
格
が
、
礼
制
の
発
想
と
は
基
本
的
に
異
な

る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
か
に
儒
教
が
当
時
、
批
判
さ
れ

た
と
し
て
も
、
社
会
慣
行
や
日
常
道
徳
は
急
激
に
変
わ
る
も
の
で

は
な
い
。
法
を
安
定
的
に
運
用
し
た
い
の
な
ら
、
慣
行
や
道
徳
と

無
縁
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
中
国
に
お
け
る
礼
と

法
と
の
微
妙
な
関
係
も
、
刑
法
制
定
過
程
の
複
雑
な
経
緯
に
反
映

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
太
炎
の
議
論
も
、
そ
こ
に
集
中
し
て
い

た
。刑

法
條
文
を
具
体
的
に
批
評
す
る
に
当
た
っ
て
、
太
炎
は
、
旧

律
に
過
謬
が
あ
れ
ば
削
れ
ば
よ
く
、
新
刑
律
に
も
間
違
い
が
あ
る

と
考
え
た
（
注
53
）
。
彼
は
、
旧
律
に
肯
定
的
で
新
刑
律
に
批
判
的
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
旧
律
の
批
判
は
、
す
で
に

「
五
朝
法
律
索
隠
」
や
『
訄
書
』『
検
論
』
の
諸
篇
な
ど
に
見
ら
れ

る
）。
こ
こ
に
言
う
「
新
刑
律
」
と
は
、『
暫
行
新
刑
律
』（
一
九

一
二
年
）
で
あ
ろ
う
（
注
54
）
。「
太
炎
先
生
自
述
学
術
次
第
」
は
、

『
制
言
』
第
二
五
期
（
一
九
三
六
年
九
月
一
六
日
）
に
掲
載
さ
れ
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た
が
、
こ
れ
は
民
国
二
年
（
一
九
一
三
）
の
手
稿
が
元
で
あ
る
か

ら
、「
新
刑
律
」
は
『
暫
行
新
刑
律
』
を
指
す
と
推
定
さ
れ
る
。

さ
て
、
新
刑
律
の
問
題
点
と
し
て
、
太
炎
は
五
点
挙
げ
た
。
す

な
わ
ち
新
刑
律
は
、（
１
）
死
刑
以
下
に
刑
名
が
徒
刑
（
無
期
・

有
期
を
含
む
）
一
つ
し
か
な
い
。（
２
）
侵
占
罪
（
い
わ
ゆ
る
横

領
罪
）
で
官
と
民
を
区
別
し
な
い
。（
３
）
謀
殺
・
故
殺
・
闘
毆

殺
を
区
別
し
な
い
。（
４
）
相
姦
罪
が
軽
い
。（
５
）
宗
教
干
犯
罪

が
あ
る
、
の
五
つ
で
あ
る
。
順
次
見
て
い
こ
う
。

（
１
）
重
大
事
案
に
死
刑
と
徒
刑
（
無
期
・
有
期
を
含
む
）
し

か
な
い
こ
と　
　
『
暫
行
新
刑
律
』
は
、
第
七
章
「
刑
名
」
第
三

十
七
條
に
お
い
て
、
主
刑
を
五
段
階
に
分
け
、
①
死
刑
、
②
無
期

徒
刑
、
③
有
期
徒
刑
（
一
等
～
五
等
）、
④
拘
投
、
⑤
罰
金
と
し

た
（
注
55
）
。
太
炎
は
、
新
刑
律
の
主
刑
に
は
、
重
刑
と
し
て
死
刑
の

下
に
徒
刑
し
か
な
い
点
を
批
判
し
た
。
彼
は
言
う
。
旧
律
で
は
、

刑
名
が
五
名
十
七
等
あ
っ
た
（
注
56
）
。
清
律
は
さ
ら
に
そ
こ
に
発
遣

（
流
刑
の
特
に
重
い
も
の
で
、
辺
境
に
追
放
し
て
労
役
に
服
さ
せ

る
）
と
充
軍
（
流
刑
地
の
兵
営
で
苦
役
に
服
さ
せ
る
）
の
刑
を
加

え
た
が
、
新
刑
律
は
重
大
事
案
に
刑
名
が
二
名
七
等
（
①
～
③
）

し
か
な
い
、
と
（
注
57
）
。
太
炎
か
ら
見
て
、
新
刑
律
は
刑
名
が
粗
略

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
粗
略
だ
と
、
法
の
適
用
が
恣
意
的
に
な
る

懼
れ
が
あ
る
。
同
じ
罪
で
あ
っ
て
も
、
徒
五
年
と
六
月
は
随
意
に

定
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
の
で
あ
る
（
注
58
）
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。

彼
は
言
う
。
清
律
で
は
、
死
刑
の
監
候
（
死
刑
を
秋
審
の
後
に

待
っ
て
擬
定
す
る
。
罪
刑
に
疑
い
の
あ
る
者
に
対
し
て
行
う
特
例

措
置
）
に
対
し
て
、
情
実
（
死
刑
に
処
す
）・
緩
決
（
一
年
間
、

死
刑
執
行
の
猶
予
）・
矜
疑
（
減
刑
し
て
流
罪
か
徒
刑
に
す
る
）

の
三
種
が
あ
っ
た
。
該
当
す
る
律
が
な
く
て
適
用
が
決
ま
ら
な
い

場
合
、
法
吏
の
意
見
で
罪
の
軽
重
を
決
め
た
。
事
案
の
実
情
が
多

す
ぎ
て
、
あ
ら
か
じ
め
律
条
を
制
定
で
き
な
い
か
ら
だ
が
、
新
刑

律
と
な
っ
て
も
、
刑
名
が
粗
略
な
の
で
、
法
官
の
意
の
ま
ま
に
罪

刑
を
伸
縮
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
旧
律
と
同
じ
類
だ
、と
（
注
59
）
。

太
炎
は
『
検
論
』
原
法
篇
に
お
い
て
、
中
国
法
の
「
情
」（
事
案

の
個
別
的
事
情
）
と
適
用
す
べ
き
法
と
の
ズ
レ
が
法
吏
の
恣
意
性

を
生
む
と
指
摘
し
て
い
た
。
中
国
は
罪
刑
法
定
主
義
で
あ
っ
た
も

の
の
（
注
60
）
、「
情
法
の
平
」
を
重
ん
じ
て
法
の
規
範
性
は
二
次
的

に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
（
注
61
）
。
こ
う
し
た
実
情
を
彼
は
念
頭

に
置
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
彼
は
、
新
刑
律
が
清
律
の

く
だ
く
だ
し
く
詭
り
の
あ
る
も
の
を
除
い
て
改
め
る
こ
と
も
せ

ず
、
す
べ
て
近
代
的
な
新
意
で
易
え
て
し
ま
っ
た
、
と
批
判
し
た

わ
け
で
あ
る
。
新
刑
律
の
刑
名
は
、
中
国
法
運
用
の
実
態
か
ら
問

わ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
侵
占
罪
で
官
と
民
を
区
別
し
な
い
こ
と　
　

太
炎
は
、

新
刑
律
が
侵
占
罪
で
官
と
民
を
区
別
し
な
い
点
を
批
判
し
た
。
侵

占
罪
と
は
、
自
己
が
管
理
す
る
他
人
の
所
有
物
及
び
こ
れ
に
準
ず
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る
財
物
を
、
自
己
の
特
有
に
帰
し
、
不
法
に
処
分
し
た
り
領
有
す

る
横
領
行
為
を
指
す
。
管
理
し
て
い
る
点
で
、
侵
占
罪
は
窃
盗
罪

と
異
質
で
あ
る
。
新
刑
律
第
三
十
四
章
第
三
百
九
十
一
條
の
侵
占

罪
規
定
だ
と
、「
處
三
等
或
五
等
有
期
徒
刑
」
に
な
る
（
注
62
）
。
業

務
上
の
侵
占
罪
に
対
し
て
は
、「
處
二
等
至
三
等
有
期
徒
刑
」
に

な
る
（
第
三
百
九
十
二
條
）。
業
務
上
の
侵
占
と
は
、
質
業
や
倉

庫
業
・
運
送
業
な
ど
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
官
の
公
務
上

の
そ
れ
と
区
別
は
し
て
い
な
い
（
注
63
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
太
炎
は

言
う
。
旧
律
の
賊
盗
律
は
、
監
守
が
自
ら
管
理
す
る
も
の
を
盗
む

こ
と
に
対
し
て
、
常
人
の
窃
盗
よ
り
重
く
し
た
（
注
64
）
。
と
こ
ろ
が
、

新
刑
律
は
監
守
の
罪
を
常
人
と
同
じ
く
し
て
、
そ
の
罪
を
区
別
し

な
い
。
こ
れ
は
、
官
員
と
し
て
の
責
任
の
所
在
を
忘
れ
た
も
の

だ
、
と
（
注
65
）
。
太
炎
の
官
員
の
罪
を
重
く
見
る
立
場
は
、「
五
朝

法
律
索
隠
」
で
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
辛
亥
前
よ
り
一
貫
し

て
い
る
か
ら
、
官
員
の
罪
に
対
し
て
新
刑
律
が
軽
く
見
る
点
を
批

判
し
た
わ
け
で
あ
る
。
官
員
の
責
任
を
問
う
た
の
は
、
公
務
上
の

犯
罪
で
あ
り
、
私
人
の
窃
盗
と
は
異
質
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
中
国
に
お
い
て
官
員
に
要
求
さ
れ
る
倫
理
性
が
前
提
さ
れ
て

い
る
。

（
３
）
謀
殺
・
故
殺
・
闘
毆
殺
を
区
別
し
な
い
こ
と　
　

新
刑

律
第
二
十
六
章
第
三
百
十
一
條
に
、
殺
人
は
「
處
死
刑
、
無
期
徒

刑
或
一
等
有
期
徒
刑
」
と
あ
り
（
注
66
）
、
旧
律
に
あ
っ
た
謀
殺
・
故

殺
・
闘
毆
殺
の
区
別
を
削
っ
た
。
謀
殺
や
故
殺
な
ど
を
区
別
し
な

い
理
由
に
つ
い
て
、『
暫
行
新
刑
律
』
に
附
さ
れ
た
「
原
案
理
由
」

を
見
る
と
、
①
豫
謀
の
殺
意
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
は
、
法
理
上

正
確
に
区
別
で
き
な
い
、
②
仮
に
区
別
で
き
た
と
し
て
も
、
殺
人

と
し
て
は
同
じ
だ
か
ら
、
刑
法
上
、
軽
重
の
差
が
な
い
。
③
犯
意

が
豫
謀
に
出
る
の
で
、
そ
の
刑
を
重
く
す
る
の
な
ら
、
な
ぜ
別
種

の
犯
罪
に
は
重
刑
の
規
定
が
な
い
の
か
。
豫
謀
の
殺
傷
に
限
っ

て
、
特
に
重
く
す
る
理
由
が
な
い
、
と
あ
る
（
注
67
）
。
新
刑
律
の
考

え
は
、
謀
殺
・
故
殺
な
ど
殺
人
の
結
果
だ
け
を
問
う
て
、
罪
情
の

違
い
を
無
視
し
た
か
ら
、
太
炎
は
「
含
胡
之
甚
」
だ
と
批
判
し

た
。
彼
は
結
果
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、
罪
の
構
成
要
件
を
細

か
に
見
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
西
洋
近
代
的
な
結
果
主
義
に
反

対
な
の
で
あ
る
。

（
４
）
相
姦
罪
の
軽
い
こ
と　
　

新
刑
律
第
二
十
三
章
第
二
百
八

十
九
條
は
、「
和
姦
有
夫
之
婦
者
」
と
「
相
姦
者
」
を
「
處
四
等
以

下
有
期
徒
刑
或
拘
投
」
と
規
定
す
る（
注
68
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
太

炎
は
言
う
。
明
清
律
で
親
属
相
姦
罪
は
き
わ
め
て
重
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
新
刑
律
で
は
、
常
人
が
和
姦
し
た
場
合
、
夫
が
い
な
い
婦

で
あ
る
と
無
罪
に
な
る
。
中
国
の
旧
慣
が
非
難
し
た
と
こ
ろ
と
異

な
る
。
新
刑
律
が
軽
く
し
た
の
は
、
他
国
の
律
が
そ
う
な
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
法
律
は
道
徳
と
無
関
係
と
い
う
理
由
か
ら

だ
が
、
中
国
の
人
情
や
習
俗
を
考
え
な
く
て
良
い
の
か
、
と（
注
69
）
。
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『
暫
行
新
刑
律
』
の
本
條
に
附
さ
れ
た
「
補
箋
」
は
、
法
と
礼
と

の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
夫
の
い
な
い
婦
を
罪
に

問
わ
な
い
の
は
、
中
国
の
礼
教
に
反
す
る
と
批
判
さ
れ
る
か
も
し

れ
ぬ
が
、
こ
の
種
の
こ
と
は
「
家
庭
教
育
・
学
校
教
育
及
輿
論
制

裁
」
に
よ
っ
て
防
止
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
刑
罰
に
よ
っ
て
矯
正
は

出
来
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
（
注
70
）
。「
補
箋
」
は
北
京
政
府
の

法
部
が
作
っ
た
も
の
の
よ
う
だ
が
（
注
71
）
、『
暫
行
新
刑
律
』
は
、

旧
律
の
基
礎
に
あ
っ
た
法
と
礼
の
相
補
性
を
否
定
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
新
刑
律
の
認
識
を
辿
れ
ば
、
す
で
に
『
欽
定
大
清
刑

律
』（
第
二
百
八
十
九
條
）
が
そ
う
な
っ
て
い
た
し
（
注
72
）
、
さ
ら

に
溯
れ
ば
、『
刑
律
草
案
』（
一
九
〇
七
）の
該
当
条
項
（
第
二
百
七

十
八
條
）は
、
す
で
に
無
夫
の
婦
の
姦
非
を
罰
し
な
か
っ
た
（
注
73
）
。

『
刑
律
草
案
』第
二
十
三
章「
関
於
姦
非
及
重
婚
罪
」の
説
明
に
は
、

姦
非
罪
は
社
会
と
国
家
の
害
を
な
す
か
ら
、
元
以
降
、
重
罰
が
課

さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
礼
教
と
輿
論
で
防
げ
ば
良
く
、
重
罰
が

な
く
て
も
、
姦
非
罪
は
増
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
、と
あ
る
（
注
74
）
。

つ
ま
り
、
清
末
の
新
刑
律
は
、
旧
律
と
は
違
っ
て
、
家
族
倫
理
を

国
家
政
治
と
切
り
離
そ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
、
姦
通
罪
も
そ
の

認
識
に
立
っ
て
重
罰
化
さ
れ
ず
、
民
国
の
新
刑
律
も
そ
の
考
え
方

を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
清
末
民
初
の
新
刑
律
が
近

代
法
の
個
人
主
義
的
立
場
を
採
用
し
た
結
果
と
言
え
る
。
太
炎
の

反
撥
は
中
国
の
習
俗
や
旧
慣
を
無
視
す
る
点
に
発
し
、
彼
は
近
代

法
の
個
人
主
義
的
立
場
に
は
違
和
感
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
、
家

族
倫
理
と
こ
の
点
に
つ
い
て
、
太
炎
が
明
快
に
論
じ
た
と
は
言
え

な
い
。『
検
論
』
原
法
篇
で
は
、「
法
」
に
よ
っ
て
風
俗
は
教
化
で

き
な
い
と
、「
法
」
の
範
囲
を
見
定
め
て
、
道
徳
や
慣
習
世
界
と

同
じ
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
族
倫
理
と

法
に
つ
い
て
根
本
的
に
考
察
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。（

５
）
宗
教
干
犯
罪　
　

こ
れ
も
や
は
り
新
刑
律
が
中
国
の
習

俗
や
旧
慣
を
無
視
し
て
、
刑
法
を
制
定
し
た
浅
薄
さ
を
批
判
す
る

も
の
で
あ
る
。『
暫
行
新
刑
律
』
第
二
十
章
第
二
百
五
十
七
條
に

「
対
壇
廟
、
寺
観
、
墳
墓
及
其
他
礼
拝
所
、
有
公
然
不
敬
之
行
者
、

處
五
等
有
期
徒
刑
、
拘
役
或
一
百
圓
以
下
罰
金
」
と
あ
る
（
注
75
）
。

本
條
の
「
補
箋
」
に
は
、「
信
教
の
自
由
は
、
各
国
の
憲
法
が
皆

な
載
せ
て
い
て
、
臣
民
の
権
利
で
あ
る
。
本
條
は
、
宗
教
の
種
類

如
何
を
問
わ
ず
、
道
教
で
あ
れ
、
仏
教
で
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
で

あ
れ
、
お
よ
そ
こ
れ
ら
に
対
し
て
不
敬
行
為
が
あ
れ
ば
、
す
べ
て

保
護
す
る
。
そ
れ
は
専
ら
宗
教
保
護
が
理
由
か
ら
で
は
な
い
」
と

あ
る
（
注
76
）
。
太
炎
に
言
わ
す
れ
ば
、
人
情
や
習
俗
は
国
に
よ
っ
て

異
な
る
か
ら
、
他
国
の
法
に
一
律
に
従
う
必
要
は
な
い
。「
独
り

一も
つ

ぱ
ら
中
国
の
人
情
習
俗
を
屈
し
て
、
以
て
異
方
に
就
か
ん
と
欲

す
。
此
れ
古
え
の
所
謂
趾
を
削
り
て
履
に
適
は
す
者
」
な
の
で
あ

る
（
注
77
）
。
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以
上
、
新
刑
律
を
め
ぐ
る
太
炎
の
議
論
は
、
中
国
の
習
俗
や
旧

慣
、
殺
人
の
様
態
、
官
員
の
責
任
、
法
運
用
を
め
ぐ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
官
員
の
責
任
、
習
俗
や
旧
慣
の
重
視
、
法
運
用
の
視
点

は
、
彼
が
従
来
か
ら
説
い
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
太
炎
が
殺
人
の

様
態
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
罪
情
を
重
視
し
た
の
は
、「
い
か

に
し
て
」
と
い
う
在
り
方
を
、
殺
人
と
い
う
結
果
以
上
に
見
た
か

ら
で
あ
る
。
罪
状
の
重
視
は
、
旧
律
に
も
共
通
す
る
中
国
的
な
法

思
考
で
あ
ろ
う
。
官
員
の
責
任
を
問
う
た
の
は
、
官
員
が
中
国
社

会
に
お
い
て
占
め
て
き
た
社
会
的
地
位
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ

る
。
官
員
の
存
在
は
重
い
。
そ
の
重
さ
は
、
一
律
に
個
人
と
い
う

抽
象
的
存
在
の
平
面
に
還
元
で
き
ず
、
法
的
処
罰
が
科
さ
れ
る
べ

き
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
新
刑
律
の
問
題
点
を

素
描
風
に
論
じ
た
ま
で
で
あ
っ
て
、
よ
り
一
般
論
と
し
て
法
の
問

題
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。

小
結

章
太
炎
は
古
典
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
実
学
的
な
法
制
に
関
心

を
懐
い
た
。
本
稿
は
そ
の
法
制
論
に
つ
い
て
、『
訄
書
』『
検
論
』

諸
篇
を
主
た
る
手
が
か
り
に
考
察
し
て
き
た
。「
五
朝
法
律
索
隠
」

（
一
九
〇
八
）
で
展
開
さ
れ
る
法
制
論
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
芽

生
え
て
い
た
の
か
、
ま
た
彼
の
法
制
論
は
辛
亥
後
ど
の
よ
う
に
展

開
す
る
の
か
。
こ
れ
が
考
察
の
狙
い
で
あ
っ
た
。

『
訄
書
』
や
『
検
論
』
に
見
え
る
法
制
論
は
、
①
「
法
」
の
理

解
、
②
法
の
公
平
な
適
用
の
主
張
、
③
「
原
心
定
罪
」
に
対
す
る

批
判
、
④
罪
刑
一
致
の
主
張
、
⑤
官
員
の
責
任
の
重
視
、
⑥
地
方

自
治
と
連
邦
論
、
の
六
点
に
概
括
で
き
よ
う
。

先
ず
一
つ
目
だ
が
、
太
炎
は
「
法
」
を
広
く
制
度
と
し
て
理
解

し
、
狭
く
刑
律
だ
け
と
は
解
さ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
商
鞅
ら
法

家
は
政
治
家
に
類
す
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
、
刑
律
を
扱

う
だ
け
の
張
湯
ら
法
吏
と
区
別
さ
れ
た
（『
訄
書
』
商
鞅
篇
）。
次

に
二
つ
目
で
あ
る
。
彼
は
法
を
権
力
者
を
除
外
す
る
こ
と
な
く
、

公
平
に
適
用
す
べ
き
だ
と
考
え
た
（『
訄
書
』
商
鞅
篇
、
刑
官
篇
、

『
検
論
』
刑
官
篇
）。
法
の
公
平
な
適
用
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
五
朝

法
律
索
隠
」
で
具
体
的
に
中
国
法
の
問
題
と
し
て
検
証
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
法
の
公
平
な
適
用
と
は
、
法
の
正
義
に
関
わ
る
も
の

で
あ
り
、
中
国
法
の
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
三
つ
目
で
あ
る
。
中

国
法
は
礼
制
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
礼
と
法
の
相
補
性
と
い
う

認
識
は
、
古
来
一
般
的
で
あ
っ
て
、
士
人
は
そ
れ
を
当
然
と
見
な

し
、
こ
の
枠
組
み
を
疑
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
太
炎
も
『
訄
書
』

儒
法
篇
で
は
、
ま
だ
こ
の
見
方
を
払
拭
し
き
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、『
検
論
』
原
法
篇
に
至
っ
て
、
法
固
有
の
意
義
と
儒
教

の
法
律
観
（「
原
心
定
罪
」）
の
問
題
点
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
法
は
奸
悪
を
禁
じ
る
こ
と
が
目
的
で
、
風
俗
教
化
と
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は
別
の
性
格
を
も
つ
。「
原
心
定
罪
」
の
法
運
用
は
、
恣
意
的
に

流
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
法
吏
の
専
横
を
生
ん
だ
、
と
言
う
の
で
あ

る
（『
訄
書
』
儒
法
篇
、『
検
論
』
原
法
篇
）。
た
だ
し
、
太
炎
に

依
れ
ば
、
法
運
用
が
恣
意
的
に
流
れ
る
の
は
、
一
事
に
対
し
て
二

つ
の
準
則
が
あ
っ
て
、
法
吏
が
そ
れ
を
按
配
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
按
配
は
中
国
法
の
性
質
と
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法

文
の
細
か
く
具
体
的
で
あ
り
す
ぎ
る
と
こ
ろ
が
逆
に
、「
情
」
を

貴
ぶ
中
国
社
会
で
は
、
処
断
の
妥
当
性
を
め
ぐ
っ
て
評
議
す
る
必

要
が
生
じ
、
そ
こ
に
恣
意
性
の
生
ま
れ
る
余
地
が
あ
る
。
太
炎

は
、
問
題
を
単
に
法
吏
個
人
の
倫
理
に
帰
さ
な
か
っ
た
と
言
え

る
。
こ
の
こ
と
は
、
四
つ
目
の
問
題
に
関
わ
る
。

四
つ
目
は
、
罪
刑
一
致
の
問
題
で
あ
る
。
罪
刑
は
一
致
す
べ
き

な
の
に
、
中
国
法
に
不
一
致
が
あ
る
の
は
、
法
が
一
律
に
適
用
さ

れ
な
い
か
ら
だ
。
故
に
中
国
法
の
課
題
は
罪
刑
一
致
と
い
う
こ
と

に
な
る
（『
訄
書
』
定
律
編
、
儒
法
篇
、『
検
論
』
原
法
篇
）。
五

つ
目
と
し
て
、
官
員
の
責
任
を
重
視
す
る
視
点
で
あ
る
。
こ
の
視

点
は
「
五
朝
法
律
索
隠
」
で
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
辛
亥

後
、『
暫
行
新
刑
律
』
侵
占
罪
の
条
項
で
も
論
じ
ら
れ
た
。
新
刑

律
が
一
般
人
の
業
務
上
の
侵
占
罪
と
官
員
の
そ
れ
と
を
区
別
し
な

い
の
は
、
官
員
の
責
任
を
軽
く
見
た
も
の
、
と
批
判
し
た
の
で
あ

る
。
六
つ
目
は
、
連
邦
制
と
地
方
自
治
の
関
連
で
あ
る
。『
訄
書
』

重
訂
本
通
法
篇
で
は
、
ま
だ
代
議
制
が
批
判
さ
れ
ず
、「
議
院
」

や
「
議
員
」
に
対
し
て
肯
定
的
で
あ
っ
た
。『
検
論
』
通
法
篇
に

な
る
と
、
代
議
制
へ
の
不
信
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
代
議
制
の
問

題
は
、
連
邦
制
と
地
方
自
治
に
も
関
わ
る
が
、
そ
れ
は
『
訄
書
』

重
訂
本
及
び
『
検
論
』
の
地
治
篇
で
論
じ
ら
れ
た
。
連
邦
制
と
地

方
自
治
の
一
般
的
な
議
論
が
、『
検
論
』
地
治
篇
で
は
、「
俊
民
」

と
い
う
エ
リ
ー
ト
が
立
法
す
る
と
い
う
よ
う
に
変
化
し
た
。
代
議

制
批
判
が
連
邦
制
と
地
方
自
治
と
の
関
連
で
考
え
ら
れ
始
め
た
こ

と
を
窺
わ
せ
る
。

辛
亥
後
も
太
炎
は
法
運
用
の
実
際
に
関
心
を
懐
い
て
い
た
。
そ

れ
は
「
太
炎
先
生
自
述
学
術
次
第
」
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
新

刑
律
が
重
大
事
案
に
対
し
て
刑
名
が
少
な
く
、
ま
た
謀
殺
・
故

殺
・
闘
毆
殺
を
区
別
し
な
い
と
批
判
し
た
。
そ
の
他
の
論
点
も
、

他
国
の
近
代
法
を
鵜
呑
み
に
し
て
中
国
の
風
俗
や
慣
習
を
忘
れ
た

点
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
太
炎
の
法
律
に
対
す
る
関
心
は
早
く
か
ら
存
し
、

『
訄
書
』
に
見
ら
れ
た
視
点
が
「
五
朝
法
律
索
隠
」
で
具
体
的
に

展
開
し
、
辛
亥
後
は
、『
検
論
』
原
法
篇
な
ど
で
深
め
ら
れ
た
と

言
え
よ
う
。
中
で
も
旧
律
に
対
す
る
批
評
は
、
古
典
学
者
の
余
技

を
越
え
て
、
中
国
法
の
文
化
批
判
と
し
て
深
み
の
伴
っ
た
試
み
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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注

（
１
）	
例
外
は
梁
啓
超
で
あ
る
。
梁
啓
超
に
は
、
立
憲
政
治
と
の
関
連
で
法

制
論
が
あ
る
。
例
え
ば
辛
亥
革
命
前
だ
と
、「
各
国
憲
法
異
同
論
」（
一

八
九
九
）「
立
憲
法
議
」（
一
九
〇
〇
）「
論
立
法
権
」「
法
理
学
大
家
孟

徳
斯
鳩
之
学
説
」（
と
も
に
一
九
〇
二
）「
中
国
法
理
学
発
達
史
論
」「
論

中
国
成
文
法
編
制
之
沿
革
得
失
」「
大
清
刑
事
民
事
訴
訟
法
」「
論
法
律

之
性
質
」（
と
も
に
一
九
〇
六
）「
憲
政
浅
説
」「
中
国
国
会
制
度
私
議
」（
と

も
に
一
九
一
〇
）
な
ど
で
あ
る
。

（
２
）	

沈
家
本
「
法
学
盛
衰
説
」、『
寄
簃
文
存
』
巻
三
、『
歴
代
刑
法
考　

附　

寄
簃
文
存
』
所
収
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
。
周
藤
忠
明
「『
法
学
盛

衰
説
』
譯
註
」、『
産
大
法
学
』
第
四
九
巻
第
四
号
、
二
〇
一
六
年
参
照
。

（
３
）	

た
だ
し
、
張
晋
藩
「
論
章
太
炎
的
法
律
思
想
」（『
中
国
法
律
史
論
』

所
収
、
法
律
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
が
あ
る
。

（
４
）	

拙
稿
「
章
炳
麟
の
中
国
法
に
対
す
る
評
価
（
上
）
︱
『
五
朝
法
律
索
隠
』

の
視
点
︱
」、『
中
国
研
究
集
刊
』
闕
号
（
総
五
八
号
）、
二
〇
一
四
年
。

同
「
章
炳
麟
の
中
国
法
に
対
す
る
評
価
（
下
）
︱
『
五
朝
法
律
索
隠
』

の
視
点
︱
」、『
中
国
研
究
集
刊
』
珠
号
（
総
五
九
号
）、
二
〇
一
四
年
。

（
５
）	

拙
稿
「
章
炳
麟
『
五
朝
法
律
索
隠
』
の
歴
史
的
位
置
」、『
中
国
研
究

集
刊
』
號
号
（
総
五
六
号
）、
二
〇
一
三
年
。

（
６
）	

拙
稿
「
章
炳
麟
『「
五
朝
法
律
索
隠
』
と
そ
の
周
辺
︱
礼
と
法
の
見
方

を
め
ぐ
っ
て
︱
」、『
中
国
研
究
集
刊
』
称
号
（
総
六
〇
号
記
念
号
）、
二

〇
一
五
年
。

（
7
）	『
訄
書
』
初
刻
本
、
重
訂
本
、『
検
論
』
の
形
成
過
程
や
修
改
時
期
に

つ
い
て
は
、
湯
志
鈞
「
従
訄
書
修
訂
看
太
炎
的
思
想
演
変
」（『
文
物
』

一
九
七
五
︱
十
一
）、
湯
志
鈞
編
『
章
太
炎
年
譜
長
編
』、
中
華
書
局
、

一
九
七
九
年
。
朱
維
錚
「
前
言
」（『
章
太
炎
全
集
』（
三
）、
上
海
人
民

出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
参
照
。
本
稿
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
名
称
は
、

朱
維
錚
説
に
従
う
。

（
8
）	

程
樹
徳
『
九
朝
律
考
』
は
、「
非
所
宣
言
」
条
が
秦
律
、
漢
律
、
晋
律
、

梁
律
、北
斉
律
に
見
え
る
が
、唐
律
に
は
な
い
と
言
う（
晋
律
考
中
）。「
非

所
宣
言
」
は
、
言
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
言
う
罪
科
で
あ
る
。「
非
所
宣

言
」
に
つ
い
て
は
、
愛
知
大
学
名
誉
教
授
安
本
博
先
生
、
京
都
産
業
大

学
教
授
川
北
靖
之
先
生
か
ら
貴
重
な
ご
教
示
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
の

意
を
表
す
る
。

（
9
）	『
訄
書
』
初
刻
本
商
鞅
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
七
九
頁
。

（
10
）	『
訄
書
』
初
刻
本
商
鞅
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
八
〇
頁
。

（
11
）	『
訄
書
』
初
刻
本
商
鞅
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
八
〇
頁
。

（
12
）	

譚
嗣
同
「
治
事
篇
第
七
」（『
湘
報
』
第
三
六
号
、
一
八
九
八
年
四
月

一
六
日
）
に
、「
吏
事
至
煩
苦
、
繊
末
苛
謹
、
晰
如
牛
毛
、
徒
滋
弊
而
擾

民
、
甚
無
謂
也
。
…
（
中
略
）
…
、
今
将
取
旧
法
而
廃
之
、
又
不
可
得
」

と
し
て
、
総
学
会
に
「
簡
要
有
定
之
法
」
を
整
理
し
て
制
定
さ
せ
る
の

が
よ
い
、
と
述
べ
て
い
る
。「
法
」
が
吏
事
と
パ
ラ
レ
ル
に
理
解
さ
れ
て
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い
た
こ
と
が
分
か
る
。
譚
嗣
同
が
考
え
る
「
法
」
と
は
、「
章
程
」、「
表
」、

「
図
」
の
三
つ
で
あ
る
。「
表
」
と
は
一
覧
で
き
る
分
類
表
の
こ
と
、「
図
」

と
は
、
輿
地
・
境
界
・
田
里
な
ど
を
視
角
化
し
た
図
解
の
こ
と
で
あ
る
。

要
す
る
に
、譚
嗣
同
の
念
頭
に
あ
っ
た
「
法
」
と
は
、行
政
的
な
「
章
程
」

類
で
あ
っ
て
、
国
家
全
体
に
わ
た
る
制
度
規
範
で
は
な
い
（「
壮
飛
楼
治

事
十
篇
」、『
譚
嗣
同
全
集
』
増
訂
本
・
下
冊
、
四
四
一
～
四
四
二
頁
、

中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）

（
13
）	『
訄
書
』
初
刻
本
商
鞅
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
八
二
頁
。

（
14
）	

小
林
忠
正
『
法
学
（
第
二
版
）』
第
二
章
「
法
の
概
念
」、第
四
章
「
法

の
妥
当
根
拠
と
法
理
念
」
参
照
、
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
。

（
15
）	

例
え
ば
『
周
礼
』
小
司
寇
に
「
八
議
」（
議
親
・
議
故
・
議
賢
・
議
能
・

議
功
・
議
貴
・
議
勤
・
議
賓
）
が
あ
り
、
ま
た
唐
律
も
同
様
で
、「
八
議
」

「
議
請
減
贖
」「
除
免
官
当
」
と
い
っ
た
処
罰
の
適
用
を
免
れ
る
身
分
特

権
が
あ
っ
た
（
滋
賀
秀
三
訳
註
『
唐
律
疏
議
』
訳
註
篇
一
、
六
二
～
六

七
頁
（『
訳
註
日
本
律
令　

五
』、
東
京
堂
出
版
。）

（
16
）	

田
中
耕
太
郎
『
法
家
の
法
実
証
主
義
』
五
三
頁
、
福
村
書
店
、
昭
和

二
二
年
。

（
17
）	『
訄
書
』
初
刻
本
刑
官
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
八
四
頁
。

（
18
）	『
訄
書
』
初
刻
本
刑
官
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
八
四
頁
。

（
19
）	『
訄
書
』
重
訂
本
刑
官
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
二
六
四
頁
。

（
20
）	『
太
炎
先
生
自
定
年
譜
』
中
華
民
国
三
年
条
、
龍
門
書
店
、
一
九
六
五

年
。

（
21
）	『
検
論
』
刑
官
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
五
五
九
頁
。

（
22
）	『
検
論
』
刑
官
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
五
五
九
頁
。

（
23
）	『
訄
書
』
重
訂
本
定
律
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
二
六
六
頁
。

（
24
）	『
訄
書
』
初
刻
本
定
律
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
八
五
頁
。

（
25
）	『
訄
書
』
初
刻
本
定
律
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
八
六
頁
。

（
26
）	

胥
吏
と
陋
規
に
関
し
て
は
、
服
部
宇
之
吉
『
清
国
通
考
』
第
二
篇
第

四
「
吏
ト
幕
友
」（
明
治
三
八
年
原
刊
、
大
安
、
一
九
六
六
年
復
刊
）。

ま
た
、
宮
崎
市
定
「
清
代
の
胥
吏
と
幕
友
︱
特
に
雍
正
朝
を
中
心
と
し

て
︱
」、『
東
洋
史
研
究
』
一
六
︱
四
、
昭
和
三
三
年
参
照
。

（
27
）	

通
法
篇
は
、
厳
密
に
言
う
と
、
初
刻
補
佚
本
（
朱
維
錚
氏
の
語
。
湯

志
鈞
氏
は
手
校
本
と
呼
ぶ
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
両
氏
の
理
解
は

異
な
り
、
作
成
時
期
も
違
う
）
に
初
め
て
加
え
ら
れ
、
重
訂
本
に
収
載

さ
れ
た
。
湯
志
鈞
『
章
太
炎
年
譜
長
編
』、朱
維
錚
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）

前
言
参
照
。
通
法
篇
の
書
か
れ
た
時
期
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
一
九
〇
三

年
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。

（
28
）	『
訄
書
』
重
訂
本
通
法
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
二
四
三
、

二
四
五
頁
。

（
29
）	『
検
論
』
通
法
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
五
四
一
頁
。

（
30
）	「
秦
政
記
」、『
学
林
』
第
二
冊
、
一
九
一
〇
年
原
載
、『
太
炎
文
録
』

巻
一
所
収
。「
人
主
独
貴
者
、
其
政
平
。
不
独
貴
、
則
階
級
起
。」「
要
以

著
之
図
法
者
、
慶
賞
不
遺
匹
夫
、
誅
罰
不
避
肺
府
、
斯
為
直
耳
。」
な
ど

の
言
辞
か
ら
も
、
一
君
万
民
体
制
に
よ
っ
て
階
級
が
消
滅
し
、
皇
帝
独
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裁
で
も
法
の
準
則
が
機
能
し
た
こ
と
を
太
炎
が
評
価
し
た
と
分
か
る（
前

掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
七
一
～
七
二
頁
）。

（
31
）	『
検
論
』
通
法
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
五
四
三
頁
。

（
32
）	『
検
論
』
地
治
篇
、前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
五
六
四
～
五
六
五
頁
。

（
33
）	「
中
華
民
国
聯
合
会
第
一
次
大
会
演
説
辞
」（
一
九
一
二
年
一
月
三
日
、

『
章
太
炎
政
論
選
集
下
』
所
収
）
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
制
に
中
国
は

倣
う
こ
と
が
出
来
な
い
と
集
権
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。

（
34
）	

例
え
ば
「
非
所
宣
言
」
の
語
は
、『
史
記
』
叔
孫
通
伝
に
「
於
是
二
世

令
御
史
案
諸
生
言
反
者
下
吏
、
非
所
宣
言
。
諸
言
盗
者
、
皆
罷
之
」
と

あ
り
、『
漢
書
』
に
は
「
丞
相
御
史
奏
、
湯
惑
衆
不
道
、
妄
称
詐
帰
異
於

上
、
非
所
宣
言
、
大
不
敬
」（
陳
湯
伝
）
と
か
、「
徴
博
下
獄
、
以
非
所

宣
言
棄
市
」（
王
莽
伝
下
）
な
ど
と
あ
る
。

（
35
）	

語
彙
の
異
同
で
あ
る
と
、
初
刻
本
「
而
不
知
僑
、
亮
之
所
以
～
」
が

重
訂
本
「
未
不
知
僑
、
亮
之
所
以
～
」（
以
下
初
刻
本
を
A
、
重
訂
本
を

B
と
す
る
）、
A
「
数
級
」
B
「
数
令
」、
A
「
格
令
」
B
「
経
讖
」、
A

「
不
知
上
密
」
B
「
不
知
上
歧
」、
A
「
其
例
已
繁
」
B
「
其
例
已
枝
」。

新
増
語
句
の
異
同
で
あ
る
と
、
A
「
大
辟
之
獄
、
失
実
則
令
誅
」
B
「
大

辟
之
獄
、
差
以
米
則
令
誅
」、
A
「
使
後
之
廷
尉
、
比
而
析
之
、
設
法
如

牛
毛
、其
卒
又
以
為
故
事
、然
後
舎
生
人
之
能
、而
行
偶
人
之
道
」
B
「
使

一
事
而
進
退
於
二
律
、
後
之
廷
尉
、
利
其
生
死
異
比
、
得
以
因
縁
為
市
、

然
棄
表
埻
之
明
、
而
従
縿
游
之
蕩
」、
A
「
貴
其
明
信
、
不
曰
搉
軽
重
」

B
「
律
不
亟
見
、
奚
有
於
歧
者
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
36
）	

滋
賀
秀
三
「
裁
判
準
則
と
し
て
の
法
」
は
、
中
国
法
が
量
刑
の
妥
当

性
を
重
視
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』
所
収
、

創
文
社
、
昭
和
五
九
年
）。
ま
た
、
寺
田
浩
明
「
清
代
刑
事
裁
判
に
お
け

る
律
例
の
役
割
・
再
考
︱
実
定
法
の
非
ル
ー
ル
的
な
あ
り
方
に
つ
い

て
︱
」
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
中
国
法
で
は
「
情
法
の
平
」
が
貴
ば
れ
、

ま
た
法
文
は
犯
罪
様
態
を
具
体
的
に
記
し
て
細
分
化
さ
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
事
案
の
「
情
」
に
該
当
す
る
正
条
が
な
い
場
合
、「
比
附
」
の

操
作
を
し
て
量
刑
の
妥
当
性
を
決
め
る
。
こ
の
「
比
附
」
作
業
の
際
、

官
僚
は
法
を
引
照
し
つ
つ
「
情
法
の
平
」
を
考
え
る
自
由
と
義
務
を
も
っ

て
い
た
、
と
（
大
島
立
子
編
『
宋
︱
清
代
の
法
と
地
域
社
会
』
所
収
、

東
洋
文
庫
、
平
成
一
八
年
）。
こ
の
法
吏
の
「
自
由
」
に
対
し
て
、
太
炎

が
恣
意
的
に
流
れ
る
と
批
判
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
37
）	

小
口
彦
太
「
中
国
の
法
と
裁
判
」、『
中
世
史
講
座
４　

中
世
の
法
と

権
力
』、
学
生
社
、
一
九
八
五
年
。

（
38
）	『
訄
書
』
重
訂
本
儒
法
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
一
三
九
頁
。

（
39
）	『
訄
書
』
重
訂
本
儒
法
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
一
三
九
頁
。

（
40
）	

儒
教
思
想
と
法
運
用
に
関
し
て
は
、
西
田
太
一
郎
『
中
国
刑
法
史
研

究
』
第
四
章
「
儒
家
の
刑
罰
思
想
」
参
照
（
岩
波
書
店
、昭
和
四
九
年
）。

ま
た
中
村
茂
夫
「
比
附
の
機
能
」
は
、
比
附
が
犯
罪
の
構
成
要
件
の
類

似
か
ら
と
い
う
よ
り
、
妥
当
な
量
刑
を
求
め
て
行
わ
れ
て
い
た
、
と
指

摘
す
る
（『
清
代
刑
法
研
究
』
所
収
、東
京
大
学
出
版
会
、一
九
七
三
年
）。

（
41
）	『
検
論
』
原
法
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
四
三
五
頁
。

（ 142 ）



（
42
）	「
漢
律
考
」、『
検
論
』
原
法
篇
附
録
。
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）

四
三
七
～
四
三
八
頁
。

（
43
）	
小
口
彦
太
前
掲
「
中
国
の
裁
判
と
法
」。

（
44
）	『
検
論
』
原
法
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
四
三
六
頁
。

（
45
）	『
検
論
』
原
法
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
四
三
六
頁
。

（
46
）	『
検
論
』
原
法
篇
「
箸
書
定
律
為
法
家
、
聴
事
任
職
為
法
吏
。
法
吏
多

文
、
俗
世
因
以
非
申
・
商
、
則
過
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
四

三
七
頁
。

（
47
）	『
検
論
』
原
法
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
四
三
六
頁
。

（
48
）	『
検
論
』
原
法
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
四
三
六
頁
。

（
49
）	

法
で
は
な
く
心
意
を
基
準
に
断
罪
す
る
点
は
、
董
仲
舒
「
春
秋
決
事
」

（
馬
國
翰
輯
『
玉
函
山
房
輯
佚
書
』
所
収
）
に
窺
え
る
。
例
え
ば
甲
に
は

子
が
な
く
、
捨
て
子
の
乙
を
我
が
子
と
し
て
育
て
た
。
乙
が
人
を
殺
し

た
が
、
甲
は
乙
を
隠
し
た
。
董
仲
舒
は
『
詩
経
』（
小
雅
・
小
宛
）
を
引

用
し
、
乙
は
実
子
で
は
な
い
が
、「
父
は
子
の
為
に
隠
す
」（『
論
語
』
子

路
篇
）
と
し
て
甲
の
隠
匿
罪
を
問
わ
な
か
っ
た
と
あ
る
。
殺
人
者
の
隠

匿
を
法
に
問
う
前
に
、
儒
教
倫
理
の
強
く
作
用
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
50
）	『
検
論
』
原
法
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
四
三
六
頁
。

（
51
）	『
検
論
』
原
法
篇
、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
四
三
六
頁
。

（
52
）	『
制
言
』
第
二
五
期
、
一
九
三
六
年
九
月
一
六
日
。「
太
炎
先
生
自
述

学
術
次
第
」（
五
三
～
六
八
頁
、前
掲
『
太
炎
先
生
自
定
年
譜
』
附
録
二
）。

ま
た
「
却
還
内
務
部
所
定
報
律
議
」
は
、
一
九
一
二
年
三
月
七
日
『
大

共
和
日
報
社
説
』「
社
論
」
に
掲
載
さ
れ
た
無
署
名
論
文
だ
が
、『
太
炎

最
近
文
録
』（
一
九
一
五
）
に
収
載
さ
れ
、
前
掲
『
章
太
炎
政
論
選
集
』

下
冊
に
も
収
載
さ
れ
た
。

（
53
）	

前
掲
「
太
炎
先
生
自
述
学
術
次
第
」
六
二
頁
。

（
54
）	『
暫
行
新
刑
律
』
は
、『
欽
定
大
清
刑
律
』
を
援
用
し
て
い
る
（
民
国

元
年
三
月
一
〇
日
「
大
総
統
令
」）。「
総
則
」
全
十
七
章
は
『
欽
定
大
清

刑
律
』
と
同
じ
だ
が
、
清
朝
倒
壊
と
い
う
事
態
を
受
け
て
、「
分
則
」
か

ら
第
一
章
「
侵
犯
皇
室
罪
」
が
削
ら
れ
た
結
果
、
三
五
章
と
な
っ
た
。

し
か
し
、刪
修
後
の
『
暫
定
新
刑
律
』
は
、皇
室
関
係
條
文
に
止
ま
ら
ず
、

立
法
精
神
の
上
で
異
な
る
点
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
刑
名
を
減
ら

し
た
こ
と
、
②
旧
律
に
あ
っ
た
援
引
比
附
を
廃
し
た
こ
と
、
③
少
年
犯

罪
の
矯
正
に「
感
化
教
育
」を
採
用
し
た
こ
と
、④「
危
害
乗
輿
・
内
乱
・

外
患
」、
尊
親
属
に
対
す
る
犯
罪
な
ど
に
適
用
さ
れ
た
重
罪
を
廃
止
し
た

こ
と
な
ど
で
あ
る
（
黄
源
盛
纂
輯
『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
（
上
）』

三
六
二
～
三
六
三
頁
。
元
照
出
版
有
限
公
司
、
二
〇
一
〇
年
）。
太
炎
の

新
刑
律
批
評
は
、
①
と
④
（
相
姦
罪
）
に
向
け
ら
れ
て
い
た
が
、
辛
亥

前
に
彼
は
②
援
引
比
附
を
批
判
し
、
④
尊
親
属
殺
人
へ
の
法
の
均
等
な

適
用
を
説
い
て
い
た
か
ら
、
そ
の
点
で
は
、
先
駆
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
と
言
え
る
。

（
55
）	
前
掲
『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
（
上
）』
三
九
八
頁
。
付
言
す
る
と
、

『
暫
行
新
刑
律
』
第
三
十
七
条
は
、『
欽
定
大
清
刑
律
』（
一
九
一
一
）
第

三
十
七
條
を
承
け
て
い
る
（
前
掲
『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
（
上
）』
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三
〇
一
頁
）。

（
56
）	

五
刑
は
二
十
等
で
あ
る
。
清
、沈
之
奇
撰
『
大
清
律
例
』
巻
第
一
「
名

例
律
」「
五
刑
」
に
、死
刑
・
流
刑
・
徒
刑
・
杖
刑
・
笞
刑
と
五
等
あ
り
、

死
刑
に
は
絞
と
斬
、
流
刑
に
は
二
千
里
・
二
千
五
百
里
・
三
千
里
、
徒

刑
に
は
一
年
・
一
年
半
・
二
年
・
二
年
半
・
三
年
と
あ
っ
て
、
等
級
が

細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
た
。（『
大
清
律
輯
注
』（
上
）、
法
律
出
版
社
、

二
〇
〇
〇
年
）。

（
57
）	

前
掲
「
太
炎
先
生
学
術
自
述
次
第
」
六
二
頁
。
太
炎
は
「
二
死
三
流
」

を
そ
れ
ぞ
れ
一
等
に
数
え
た
の
で
（
原
注
）、「
五
名
十
七
等
」
に
な
る
。

（
58
）	

前
掲
「
太
炎
先
生
学
術
自
述
次
第
」
六
二
頁
。

（
59
）	

前
掲
「
太
炎
先
生
自
述
学
術
次
第
」
六
二
頁
。

（
60
）	

田
中
耕
太
郎
前
掲
書
三
〇
～
三
一
、
六
五
～
六
六
頁
。
滋
賀
秀
三
前

掲
「
裁
判
準
則
と
し
て
の
法
」。

（
61
）	

田
中
耕
太
郎
前
掲
書
四
〇
頁
。
裁
判
に
お
け
る
「
法
」
の
あ
り
方
に

つ
い
て
は
、
例
え
ば
滋
賀
秀
三
「
伝
統
中
国
に
お
け
る
法
源
と
し
て
の

慣
習
︱
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
協
会
へ
の
報
告
」、『
続
・
清
代
中
国
の
法
と

裁
判
』
所
収
、
創
文
社
、
二
〇
〇
九
年
。
ま
た
寺
田
浩
明
「
清
代
司
法

制
度
に
お
け
る
『
法
』
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
」（『
思
想
』
七
九
二
号
、

一
九
九
〇
年
）
な
ど
参
照
。
要
す
る
に
、
法
吏
は
「
法
」
以
外
の
基
準

に
も
依
拠
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
62
）	

前
掲
『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
（
上
）』
五
〇
〇
頁
。

（
63
）	『
暫
行
新
刑
律
』第
三
百
九
十
二
條
に
附
さ
れ
た「
原
案
注
意
」に
、「
業

務
」
と
し
て
「
質
業
」「
倉
庫
業
」「
運
送
業
」
が
扱
っ
て
い
る
財
物
を

指
す
と
し
、
業
務
に
よ
っ
て
他
人
の
財
物
を
管
理
し
な
が
ら
盗
む
場
合

は
、「
雖
非
監
守
自
盗
之
官
員
可
比
、
然
其
侵
占
之
情
、
無
繊
芒
之
軽
重
、

故
予
以
同
一
之
処
分
」と
あ
る
。
前
掲『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注（
上
）』

五
〇
一
～
五
〇
二
頁
。

（
64
）	

清
律
賊
盗
律「
監
守
自
盗
倉
庫
銭
糧
」條
。
前
掲『
大
清
律
輯
注
』（
上
）

五
六
三
頁
。

（
65
）	

前
掲
「
太
炎
先
生
自
述
学
術
次
第
」
六
三
頁
。

（
66
）	

前
掲
『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
（
上
）』
四
七
九
頁
。

（
67
）	

前
掲
『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
（
上
）』
四
七
九
頁
。

（
68
）	

前
掲
『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
（
上
）』
四
七
五
頁
。

（
69
）	

前
掲
「
太
炎
先
生
自
述
学
術
次
第
」
六
三
頁
。

（
70
）	

前
掲
『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
（
上
）』
四
七
五
頁
。

（
71
）	

前
掲
『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
（
上
）』「『
暫
行
新
刑
律
』
編
輯
説

明
」
三
六
三
頁
。

（
72
）	

前
掲
『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
（
上
）』
三
四
一
頁
。

（
73
）	

前
掲
『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
（
上
）』
一
五
六
頁
。

（
74
）	

前
掲
『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
（
上
）』
一
五
三
頁
。

（
75
）	

前
掲
『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
（
上
）』
四
六
九
頁
。

（
76
）	
前
掲
『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
（
上
）』
四
六
九
頁
。

（
77
）	
前
掲
「
太
炎
先
生
自
述
学
術
次
第
」
六
三
～
六
四
頁
。
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